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ii論説

ドイツ揖触法上(J)消費者保護規定と

ブ子入盟範iこ関する一三善聖書
連邦最高裁判決を足掛かりとして

鴎 拓哉

上問題。コ所在

[ZJ，:川r:土、域;斗千手間の間際官、伏主税 化 fω試みにし l、、 1991手 l汀

;てきそ*f0"惰f;Y;;iつ準 j7J: iノ-:..て閉する EC 条約 :_~_1T ;ロー7 条約c いうjlが

発効L，I:夜、 2008守GF1 :こ:土防、計汗議会が J忍約債務の地H~U-、に悶ず ξ

EC I是;':1 (以[~- ， L1 ~ 才 I規則」といよ);'子保択し、 2DI山与三月 7日に

発効ずるに至ノていゐ ι これら条約ゃ規則の中で l士、消費者深誌に1*~-9

る特別のj1\剤1 法規〉に 7J~'設け h れてお :'1 、 l凶fり代4t、，，'川パ

にた:::)(.け十る巨該さ、:e照昔を三を回内I士{化kずるH告号i世吉土が言訂y弐文よ九づれて主たとこλである山 こ

のうち、 Fイ川、おいては、 EG弓日B'~29条芋を設け、欧州連台レベJl

でのt也記内容を反峡させる形で消賢者保護~":~与する抵触伝規定の君主備を

1T"-: -;:主た J EGBGB $高20条第 1J!'!:;J:ローマ条約築主条第 2 にfit!止、ヲ

fJ 期定であるが、同条項では、当事者に 4 るは涯択の '~J 対Irl4 ~:再定[コ

つも、同条i買い規返する 之の要件を満了ーセ~f、当事苫:、 J る f士 j主JRIこ

I 0..1. L':::f的]、 9(0) なお、r:ーマ条約におげる消費詰j;:~~íf支えう主 l第ち条j

およ [Ff!"入況や巴規定 l、主主 t主i ~♂争1;Gi~ しトものとししよl:j l U+十何 r :l f~，私法卜

t おけ"出費者一完結 l::J i三両J去乾誌~)~-Th ，j 号 55-58三 '~198五昨)がある n

作。J.LI77i(i収ο{沼、
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i"'，( j 弘月I~!!~ :-.1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

よ-'-，ても消衿者グ)常居巧地法中のJilth'l1:規の適用がtfJげられない旨を明

j、的に規:こL'Cいるよ

もっ二も、後ド?との裁n例のパlで依託していくが、こ(;Il(沼市29条第1
JJn手口』マ条~\'~;ヰ14 粂第 2 ，:ñζ 比較して厳格な要件を認して芯りもその

射程l士 w安的』ならさるを得士~， ¥(そこで、泳外的事実にJざける消費者

;*J~ に戸高原戸jな立場かャベ正、ず干入規範を規定した EGBGB 第32条のìGffj 

が~XI科さず 1 ること:なる。司条 t止 rï ~ ?条約治 7粂とち2耳1の規定内容を

反 a~~ させたものであるが、事業のI有司牽i圭'1'"が担j 汁Î:'~ ~，、高い場去には、

裂が~i昆抱~+、の如何に :ft-úわらず、 Li、 4工地の介入品i範 lιiUj!.riffsnυrmCil c1Cl 

比 xfori; τしと;ごイ、ソ災賞口、を強制的l二週fIIするものであって、尖質

法!の泊費者似護ti定や EGBGB034条が見定 tる介入促範と Lてj.i'rv在
↑寸ける見解司令提唱されている

:立、このよう?二恥安省i以をに閉するJ丘町ヨv、卜0)対定を巡)-(見
るトイツについて、 3 つの逃邦設高裁判決をノ，~~lb)" nとした

入えで、そこで弓止された治古にツいて7N北の見解辛もゆ猟しつつ、そ

のi菜市;のtk;:兄を1既続fぬ:::!':に L?し 抵触j'T;に L;J ける汚費者 i早設 t~定

を巡っごは、わがドにおい Cも、よアーの適}-l-Jt，て閉するi霊園Ju，以下 JEtl民u
;-J、iという j第，)粂!こE<;3CB第29粂類似、の規定が設けられてt-'o吋工か、

，o _~'t! iTJ決意考 II条の立法沼42 シ〕て、「諸外国内止法1刊をみても、つ r条結中

スイス斗|控fl、法:了におい亡、 iF 告-{í-保3をじっ鋭ロか ()1i~ 月~iì王よじっ的存IJ ，長う十てが誌;ァ

レ〉才、い!~ c -t-下で、主条i土、 干のよう三円賞主う'2~~ヲの特3 にかんがみ、~，~約

交停において対!、"主誌にあってi'/~U守主誌に乏， '自i畏蓄に Jt.-，ーに-"，i::C?)続fT
i てじっ常府市?地ì:lo:コ適用小 ['r~Ë にするこいマ五つ亡、抵触法卜の?!j 世主-t+~~望号

]]ろっ:'すζもの PあるJ レいつ J三説ら]がなされている γl、ii'l邦夫編者 三E粂

憐i"Js..去の適憎い|児ヲる，立川法dI(:zocnと、君事法'[:，'5; 1:34 ぷ百九もっ Lも、
A1W:~:去tt~ll 設では、 EGDGß f;0 29条と i丸一~~ t')、消費者の常活lすf地法甲山強?了法

士fHン述;I i 'jゐドヰロっこは e 抗告蓄が当該sOii寸法長やjまIiJ -，) ，、き tJ?):~:思表/戸、
本事業者I'tnて行う， :♂安itとぎれている〉かかω治賢者』よる I扶u

同居所主;;!.1丈よuつ特7亡の弦行法婦が十一品(1，，;丈土なる Jいつ効果を発生セしめゐ高

体法 i(})意巳表示j とLて整理きzている l汁":J.立E年llJ291Ht法務官民事局

参土葬肖ム 十明-;j--{I要綱中古u正案之書評記ifiJJ43出 1 が、 これ
によっし :rif条議}土、法舵法的日J~ !o 'Iミモミι1，山市悼の侃治 J::.I"ぺ理論官;門組b

サ包するこシにわえて、 Y有色(~/)"':え環にかかω 込;思立示を行えながった場合に

~::: '1'字00:，6 ，~(イ>1:ち 7S
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明文0""1主it拠f立京こそイf臼じしないものの、わが悶実H法!の指針音保護規

定をずっ、土返事行 u色対的強行法規〉 と 1，，(位置刊行、わが国がa:~1t地とな

るj長ft、に:土、 fA約 !，PjiiJに軒Jわら「そグ);i~!、用を円安ず心学説も千i

;-1ーしているc り[<)て、 k.! 'J主式的法に芯it;~消貨右{果日生堤定芯ぷび介入

十:f!組に関する裁1官db上ひ、学説を検証するこ kを過とて、わ0'1'Sにおけ

る同信じ)~正義に(可っかじっ小Hをを苦手す乙とが羽fi'0.:fLる。

2盟遼邦最高裁判所の判決例

(1) 日GH号 Urleilvom 26， Oktober 1号93(XI ZR 42/宮3)'

1 事実関係

1987年日月 7E 、ドイツ L常iti.所在何「る向費苔xU~、手は自主に

おいにオース l、リ干の業者じから同事l企'tTのす守分証書 l以下 本件

持うJ'~証蓄という)ミ242万オーストリアンソングでづ l'をけるに当 r七っと、

C において x を~;受証書I丸金出資者」として笠伝 tる曽のJY主企受:j 

ニれ(.:一吉名しム。同時'.:X:土、才、fι持う子註主舎の講入資笠を調達r;!.)丈め、
オース l、'1アジ〕γ銀行{被告て対 L〈品ア5"2す70Dドイノマルクの融資

巾込みを行L"、その際には資設の使途目的として、本fH下j}illl杏購入の

資金訊迭である甘や明示していたr 原特X立、ドイツにお.'る本件付分

証書グ)服売長託を，~汁ナいた業苦 \\iJ)従業白心が呂 rどを小拒請ながらも

訪問したのを機会l二、司、fHiぅi、証書』二号号:f!1しb 将来主がある。また、 1988

~f- 2 fJ 9 けに X は Y銀行の活用認約百jj[一予告に有名した

xとYまflh <1):11の信用うら1約〔以 J' C本件信用うら1約」という I--J土、

木件信用奨約』かかゐ りlJ(iJ紛争解決に関ずる裁1管轄[土 t←ス工、 1)}' 

のゾレーゲ J ツ:三裁判訴にあること、 1.'2-~ 本1'11ョ ffj 史約じっ滑拠法はオース

， ')γ法であるご ιが記載されていた。(11.11年 7) J ~~(川 1 二 J立、 X がγ桜

111=対して書百lで本件{三町三J約の)程除在行うは通知し、就に 7支払ハ f二ミ~

設契約にかかる金fiJ (~j .496 ~，-' -; '/~.{ ，)~ク)の返震を P~:J:、した ι

ての常居所地f士ぃ高ピH 、ご温切なiおををそにられないルいつ交際前な問題をも

抱えるこに(''::合った

sじ立 21380: ¥VM 1994， 14: KJ'vV 1994， 26:2 
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i"'，( j 弘月I~!!~ :-， 1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

口 、J決内容

Cl) 殺事l管粁lの台.Fの有MJ作

人中 ;:~H~ 荷主主刊百年 l土、鳥羽1](こ医際主主(1特輸に問ず必 殺自むな ;':1断枠組み

を説示する -.r なわち、国際裁判ノ，H竺ほ干世帯(l)国;:，1;;1裁判j轄のI~ÿ-nーを前提

kするのがj車引であ 1)，)、オZ件信用契約で i士、俊 tb住所地でJちる t~ ス

}-. ;Jアにまえ宇:I)W中えがあるとする王寺じっ台宇治宝存キヲるが、 こ去しhこぶり阿国

にり倒的故IIJ管轄:，aussl:hlief.li('11ピrGertcht出 :a[i(lj を点めるべきか合

かが問題になるとずる九本判決では、 A うした裁判筈需の日意の有別

性はピイツ r':~': I;~:t .þ:;事手続法}二ょ!t5 .r)~，，亡判断さ Yしるべき Pあるーとしたう

えで ;{cfl訴芯、に問 、JZ ド{，)び〉訪問販売取引およこ苦寄っlj)!;zヮの脳

同:こ悶する法樟 以，訪ttH摂ぅ散同法】こいつjt告7条ifj1 J(['に蓋
イ存ド fツ!尊属的国際裁可古車言権がiT(Clることか lつ、木{υ おける

ぷ刊管轄の合立の効，ちはEj〈めつれない土判不 1__l:'、

守口GTT， TJrlゼ lνリTIlワマjj:j 1 日 ~J;. DCTT:7 115， 9U明，'ivfi991. 16りつ NJWi9~汁

羽目 ドイヴbh: 1;~BÇ 事訴訟法(:':A件、亡、以深裁判守轄がお 義的:ご後己j主婦地

にあると手れてt1るごとに〆コ主、 II.N<.i)化!?に。:いvalJ.I lJ ~ermtlîOl日ゼ芯 Z~¥' il-

)t'07CS引以:~， 6， i¥，:fl. (:::(!Ol， Otto Schn:idι 町'jh:，i，~:i H~k:i1 ヲ

ドi'jでi玉、反芋訴訟討、、ZPOJ 詩的条告 2項第 20 か参悶~.， ]，'イ"，-. r:~! 

扇町EE平日昔唱がある場合には、 jt品Zを詣京した皆柁合マ、内対方を認めないとす

る見解:h:;当面:C• llJOlIである iA.B2.l1n'.bac川¥¥'-.L2.l1t目コach/ 1.Al ber~/? .Hartn'.ann 

;，d 川、1F叩肝('11¥1ηι64_i¥¥lr， iムCC6仁川[it'{'l<，:， t400日(:11.6[p ，;;~:r-l rr;λη11] う

ll(;よ;， I J口町，υr.l 2'L l¥ flVU川、山 19ぷ式¥¥'l，t 1989. :-3:--Jr、J¥J¥V1弘、).H31 

“日ぜ~elt '~\b ぞ1" dぞ11¥Vi【ぜTH11¥'υ11 H礼u~lürgt" s(h<;.rlぜIIc: lll:主l1111Ul肝li~; ぞ乱 kiLぜn

HC;刊洲士::;，ワ 訪問n，;L.'d市I司法第7条第:J立 Jこ h 品、訴訟j主主主汁に ~R ，(-，; 力行号

円州地(ぞれカマ71"じなL渇けには市片j;tlU を管轄する栽111片1¥専属目的な裁判

詰中古が認めらヌ l る旨の悦ノ'ì~が設けら11.':いにい Ul:- l-\ 1 辺氏C 乙 ::S (;C氏、}日r:c::irr: 

九illlH'dc.'s ~ 1 i叫 dasGt:r:cll'ム11:->:'(:'l!H'白Ji(円 Zl1引込Ildig.ill (:e父兄f>llBt:z::'l< clt:! 

KllllJ守 ZllrZei~ dピrJ(J:.U<ぜがrhdλlWSelロゼ ι¥VuhllSilL.III Eru"uJgと:u:，ヌとu>ゼS芭υl

cheに se:nen町 wohn牛icllenAu::εにthaltsorthat."' なお、 111;読は明。合 11円26円

イ-;;-0)債務1三点jl;.I:'.法 (BC;B1.1 2001. 3138) に長づ主2002王手 1n ; c:二失効 lぺ
丙1] 河 :iy. :12般向 ;);';I:-~- おける尖質;);，;0g 1Ji:~E;主 ilH口 11 第 'i1 ~条お仁子:-)1 ~a 条に可[主計そ

がれたはか、専属山故手長特拾に閉じ〈(王、[P;u~ ;;r.， '/支:己主 1'，[iと内科手 (l ，:-:r~

じく 4一る規7がZT'O搭mc条に設けム九むこと}なっと 1、土手伝子守f5 11'1..'イツ
!古J正法 114t化法批品~d i，7Ci(s年、 1言1I1紅:3ゾ，3-:n(if-1を主主版J，'，

1己が00:， 6'~お 1:ち7:1
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I;BC;g 第却す~~11 ミ震に);)/:5く訪問 ~JJ.完拘"寸L'会事[有この適用

市
川九」

i杢邦最高萩判所lよ、司、fHo!llき，:*r0-のtF拠;ょとし 亡だースト jア辺、を3t
択ず心骨の今拡 iこついて、、11事者自治の原則!こ茶つ託 :15支半1~~;;'士反択の

有幼性者肯定する。その検討過程;ぉ、、て同裁判所i手、 ?GBG弓第27糸

口(13 J~りの j邑If!ilrtl:;性 γ 止、言及しつつも、彼ifjY銀行力営業所がtー

ス i''Jァ;二点!)，本事索がドイツと寸ースト"ア双方;こ関連竹を育しと

いるここから、結来的:二局条項tJ)il主聞はなく や{って卒件準拠法j費択の

有羽'1'11土子こされ符ないと Tる九

もっ rも本、:'，決ずは、当事者による法選択s:')有効性を出安しつつも、

E心l3GB弟お条第 l広いに基づき ド1'Jm F.-:Jl 敗売 j-'~t lE1 ;:j、第 l4がmtt
老の常出所地法-+-1の強行法況こして4'事業に適用されるとする r そ同検

討過程においては白 E(~B(~B 第29 条書3::' J-~はロ---(金約書~ :J条第:.:J亘を

r+.]ffマジゴヒ:_-/規定ごめるカ‘ヰ71ご本事事震においども J 0)]'寺分証喜iご間ヲ

FGnGn 詩n条第3J[U止、字交が準拠f士主択日きいあミ ~LL 小平;，t!'j を有

~ i~': い場合に l土、 jl，-( -;'j5-<;f'. 告がそれtl，yい)bh，])i王を逗拠沃1，Iて足以したレザ

、も、当該'C， y，と歪再生を1J寸毛布l 刊のレ j:~;の強行法捕のj直明子折除することほ

ごさない窓辺jE!./ているー当\tJt~試の令色、 l~'(t+ ，:，:可拠仁事実 IJ)捗外性を fト山すゐ

二とす:.T定ず.{.)，l主円である、

10 1';(治山ミ第的条第 l)立IJUI、の F おn

lsJ 

!宮古戸干の該1RまたはJ空説的楼供にI剖-9る契約であコ亡、清費 I干の職業 ι も
くは実 i のj'l~ ~Iì力と巨とされ 行な"，H8守をす19心もの、ヱ七はこうした取引

のんみちの資全到達品巨目的土する契約につい U3e宅事合間で生MU:-(l)-{i章子
あコても、 JJ ヘに掲げ之いずれかに説、1'1"9 る場企には、 t司王~者がその常屑所

地匡法申υつ強行天頑u工り深己されとい'，1深設を丹、つ結端ιて"1-c:ぶならな
'，-' 

l 消費?寺内l円 fl!所地[UIこお v て、契約昭弘 iこ先行 ~/'C ~H:.;~-~杭な ri1 l/ li 1)ま

たは討議がなさ;1'、当該}':-~j 脅蓄が宅約締結に必普なしとB~行為 4 その l に

お行った場合

ソ 消費 h~/)契約杓一j jJまたはそf，l){-(r型人が、 ii"菅訂から心注文を当拡声

貴高山常明f-yr地司;おいて乏し~:riJιった場含

:1 望的が物品円売買千五戸主 l ゆるもので、自i畏蓄が常日間:11!!:勺lから他的

7司h 旅行し、そ二で作!(iト行ハ丈)，;;んごあっと そのfぷHlがdJ:tを苔i守
誌光司ぞ約を析結さい Q 同的「パ:ょが企歪L七もの pある}さ

_~UJ)ìn '>3 -480) 187? 



i"'，( j 弘月I~!!~ :-.1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

るも4約~，-:7ftづき業者 Cが原告x::だし うサーどスが同粂項~，-: く〈ー

jLξ ， 1空fろの捻Ilc l“E 、 bri[l只unf-~ VOl1 DicI凶 lcis:unえ('n") に該f与するか

有かがr:f]期とされた 本山伏で:土この煮に悶して、職務!こ伐投ずる形で

役務の扱l!l~，治安否ド対して行われているか戸がが :14i主要件の判断基準

である(~たうえで、 t万倒契約を漆く役務捷供託約一殺(語負契約、物

品1J、給ろ1約および委託ぞ不がこの概念;こj't;;_:fLるとしに当該限定

の射程を総力]山幸R.trに認めむを勢や示Lて、;"7::.，，干して本件で:j 贋fvt

Xは君主苫Cを通じて[の出資干すj}l普を信託的:、取符および?県有している

ことから、 Xjj{業者 C とり間ご締結 Lた契約は EGßGB 二;~SZ9条にはr京1

る "-F;~換の提供 J を H 灼と LJ:ものに該当するとの結言語ft~，-rを浮 いい
ァ

";-J，.， 

連邦最高裁、札所l土、手くに、木件信用契約仁対してドイツ筋肉日比売tM:I

1条カ:適用さ1'L2.'/:'めには、 ι心BG日 第 1)良治 10から第九

むのし吋":r'_，rTlt長台?に該当すご;かを儲定さ tiる日現があるとしf二々えで、

Wの従業員Cが被告 C'jちるγ銀行のfU主人とし亡、 ドイノにお~" lて原そち「

Xによる融資七日込みを交信しにいるが、このニシは，:(日日日1第2j条第[

Jli第 2号の要fIをi乙えさせるのに十分である1引|析Lている行ぷ判決の

'1コで:之、その 1'H足として、こc;m;u 第29条第 I 攻第 2 号~'':'". ;う代混入と

は、芸者の名前と内勤する紙、どの人間j"~ 3~むの P あ"て、取i宇;な，Ù~~、 p

ft逮濯を有しているか否かが問題になるわ;十ではない少し、勧誘吾がy、
国 dJ 場に主上き千円設 1[; 場において討!j交告にろ:i:~')締結内機会をJlflt すれば、

E(;s(氾市22条清 1立it苛2号の要件を宍，tF_するとの広鮮が示されてLゆ"

"本計決では、 EGBGB;~~29全符 1 頃Wl 号の古字転への海岸に|山車{て、 198'7

年世月i'B ¥こ¥V:O従業員Gが原t;-x:こ){:_."C融資 fi込みへの署名を求め
;'tii，~定 L 、これt"i、ノ、ソVおける j'Il!7j、Eせな討議行為仁該当司るとしつつも、そ
丸だL仔7では詞条」♂TIJの).l迫直沼恋i件Tは光ノ三さ fれ!.~な〉

ι剖{吻渇呂到(;己弟29り条採第L よ明口=弟高 1日dの);宣財 Jつ小、ある 3い号丈め lピこば、 b によるこう L丈

?行「動がトド♂ fソにJお2ヨ"げ7る信用f刊依i丘γ守Uの〉提供をf円1自針F守Jこγrた叫i子iιI毛セJ:汀?一心f行♂!司勃司勃Jや意旬 1

長 fつJ くものご3あb ること守乎~ .}，~計証正する広安おがfあ zる】が、 G ，よ Y銀行への弘資中古みを

X に求めど毛に当たιCγ;m1~のさ式，~-悼用 L 日ないことヤ、 空言語.¥V.が¥'jR行

と弓そく関係など 1己車!LてL、るこレ寺を認定〕、最終H~: 二打、nG f\ c存叫条第 1取

れ 号('j):.室岡要件を充JLしない旨判示してい1"，

~::: '1'字00:，6 '~(9) :ち71 lcJ 



，" ミ見

(1) EG日c;日第29条と第34粂との週間関係

連邦最高設判所:止、一般論として、ドイツ訪問販完抑制法第 l条か

EC日(;日清34条の介入規範としての要件を満たし、木事案に同第34条が

適用されるのであれば、ドイ y訪問販完扱凶法第 l条が介入規範として

喧用され得ることを認めたうえで、本事業では、 EGsGs前29条がi聖7七

適用されることにより、に二うしたケースに該当しない宵判示 Fる。

また同裁判所は、連邦議会批告害の記載に主主づき、消費者保護の領域

においては、特別規定たる EGBGB第29条が適用されない士晶子千に限旬、

EGsGs治34条に脱走する介入出範が適用される可法性があるとの見解

を提示よるじよなわち、木判決の見解によれば、消費苫保設の領域にお

いと EGBGB前日4条の適用が 切排除されるわけごはなく、 EGBGB治

29条ピおける規定欠扶等により刊条の適用が認めりれない場令には

EGBGB第:14条の適用があり得るということになる口他方において、

EGB(;B第29粂の要件が充足され同条の適用がある場合には、 'EGB(氾

第29条の第九4条に対する優先が|師同とした効力を有する(lnsolchcn 

Fallen greift d日了 Vorr出 19des Art. 29 EG13G日gegピnuberArt. 34ιG日G13

durch.) J としており、本判決は明確に EGBGB第29条優先適用況を係用

してし、る

④ 訪問販売撤|口|法第 1条に関するヲミ質法卜の解釈

連邦最高裁判所は、木事案においては、 1987年日月 7H IこWの従業員

Gとの父渉によってXが本件信用喫約を締結しようと決'L、したが、実際

に当該契約が成半したのは1988年2凡であ旬、その時点を以つ-c、ドイ

y訪問販禿搬凶法第 l条の要件がず巴足されるとの判断を下している c 裂

約交渉と実際の契約締結との問における時間的な繋がりは l分でない

が、 Xによる融資の巾込みは父渉過程と直棲的な連関を有し署名するに

主ったものであ旬、{反令契約交捗の徐に時間的な間隔をおいて締結され

た信用契約であったとしても、訪問販売撒凶法第 l条の効力が及ぶと苓

えるべきとの見解を示しているつそれは、訪問販売撤同法第 l条が想定

Fる不意打ち状況でなされた提案とその役時間的間隔を置いて締結され

た契約とを主会に分緋し、消費者による撤同権の発動を制限するとすれ

ば、月法が掲げる消費苔保設という H的の達成が十分に図られないから

に他ならなしにJ 本事索では、原舎Xは1987*9月7日に訪問販売によっ

[7] コヒィ長60情 478) 1870 



i"'，( j 弘月I~!!~ :-.1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

lごイ、芦;77tJt決況に置かれ、そこで害百によゐ肯:>~， 1三:;;(，:上 YI引'7:記書に

関する契約および融資1[1込の双方を行っており、ぞの{長時間flなな問伺を

恥:'jて本件伝用占星約が給結されそ今』スで:土あるが、本事案のよう!こ、'i

i主信用問約が1987年 3月7U 1-';.)うじの X:E:訪問 i:~苧してな戸)1 1三 辿グ〉

に11う不IJ;竪の結長!::L---許泊ヴきるときに J士、 f三訟活用契約:ニ誌

もう敗?でJ設凶出第 1粂を演ffjするのが交当この判断を下

(21 BGH， Urteil vom 1百 Marz1997 (VIII ZR 316/96)" 

イ 事実関係13

1994ir 1月'1R、 ドイツに常居所を有寸る f汚費者 y (複数人、被手¥
う、スf¥イ グラン カ「リア島に休戦ご出佐官しといとところ、丸「司

ゾ/諸島仁木悦ぬを有寸る x付 U~、手か lっ JG' 仁 L て勧誘を，zけ、 プド

') i'買やTむペツ等の5 をi支さi~ l:'つえむ、 1じluコ"k る1;'/_ 

入校設の活イ主権iこ問ずるaU対会l二51cわれコ Yはその説明会のごと場1 お
い亡、子めヲソ Y F;百j'-C'作成:~:! I七定lli乃巾込用紙に育ち在行ったが、そ

こいは Ig94i手 7 汀 :~; H tUif:;:~~)7;"1年文までの同、同施設22;)号室ぐっ居住権

取行をfTlし込む旨記載さずL，"Cお町、 γl主連帯しても Xキ土が{責務成立にか

かる権浪を11うL!:C {ッの代理人I¥Hニに対して、居住権グ〉取得事I繭

加。 255 ドイ ~}7Aクおよび午慌のiJjι;管」呈弘¥i45J、イ Y71レクのと:払義

務を負うもの!--さオ1たι な:3、申込用紙の長面にl士、 L~己居住権の売泣

きさ約 L以下 1A，(i:契約; と1."う〉 の f季最7~位、をマン百昔nìd-、とするを寺己己車えが

なされていだ Y;11 n Ij H ;こ銀行振込により頭金3 ， O~IO ト J ブ" )レケ

を:主七シ lたものの、 H、Pl'l常事段、成金 1:2:5，6f的ドイソマルク}のた1/山、

を拒絶したι

そ4でxt土:';;:y ~，二対しと姥告の支 +LI. 、を求め出訴したが、他方で'1:;;:

X佐に対する反訴と(てDt=t主主， ，日00 ドイY'7!レクの j反主~:"IZめ心ととも

こ、本{Lfiれlは 1::;的物と代金が著しく均喋lを宍lており、 ト，{ツト工おJ

1: BGHZ 135. 124: \\i~1199í， 980: NJ\~: 199ヲ 1G9ヲ

l なお、 F'出年代未 u、;三 !μず j主力亨案がグゥン・カナ j マ守C-~手守口 L 七が、そ

の動向をミ主主町。な析しんものどぜて、 F青白11i子ご1-'/ιi:J:i~~~f~-1 脅占契約法上。〉

諸院題J 法学的手5ヲ1'Q 1よ '1日均年 1 があるn

~::: '1'字00:，6 '~7i) :ち:')9
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びマシ諸局伝Lぺ"nにおいても公序良f't::，Q L無効であるこ土、ぷよか
EGBGEi築3.1条 iこ基づ長 1ごイ;ノ訪問自主完治sU、第 l条のj定![Jがあ打、本

(牛認約をず市結ずーむこの自身の桔~，}ミ示そと右効!こj苛jJL1辱ること等をよb長

した.~~ 審は xネヒウ¥杓訴審:ま Yがそ九ぞれ持訴仁た

ロ判決内対

三u示品ミ五UIJ管轄権のすI'u
連お;声高裁判所:土、本件現約の!!"百j(裁判省特b斗被?引fi作所j止も l

くは本拠地とする 1ゴの記執が士きれいミることを恨拠:ご、 ドイツにli']際

f<x引管押H住があζ;亡判'1、Lt二，-，
準拠出合，-，;J:c乃干j効惟

連邦最高裁、札所l土、 、~!，事苔 ;t;王者ïtr~ した木件でl土、準fまさかえト γ/~ち

島i!、レヲる|叫刀、の合立が存在'j-c ;f]什、 ι心臼心ι第2， 1 J只により、
不利契約:土問a、iこ服すると判示しているι

そのうえご、本件45約の，lt ウおぶびキ~J力 (L 2GBGB第三条第 1~U 10 

，.控訴本判氏 lOLGCelle 17. í: ;vi:sen .3.~， n ドe~~-~j ，d- ， ~99(ヲ~7 U 刊 9~:)1 の変

円d.次のこおりでおる υ

原吉 X社は↑械容古 Y による+本よi件牛ラ受宅F抗約ヨJ の「司Pi~込;.(;回 4を引J九i混匡く とも旦思封手全注グの)，芝告泊1化とと

も:にF乏lけγ司山fつ亡お

(少レ "ξ 当4宇4ず手T(7の¥~合-芭刀がτ白:効ぬに戸或工立して
'<>話烏決によjれば:t:'7木ド円宅嬰ぞ約〈のJ勺JJ1iiρE口"は子1i抗らjれLごな主いが、被告には"，，' 
訪問販売校制去に基づ<t散ι主権が当伎に認めら;1'1とベさであるリ

ノ、事零lよ H;I~(d) 詰切条が時 rζ じている主的知刑、オなり τ 動性0)帯

以J、主務の提供J、まえは「こう l~ l_取引のf_:めの資;告訴さ全日約と昔

ゐ認約Jのい fれいも該当 1-，、まム同条名手グ〉要件も充足Lなしこ Y か

ら、 EGBGB';1'コ29条町 J宣同はノ'J:t¥ 

仁王l 早っとも、 ドイソ訪問以売撤凶;去は EGDじB第34条に規定する丘一人税続

Jしこの仁絡を有:....-c.-::つり、 ト山]-\(守1'，き~:wt 仁fl6っき II!U_~が本事案仁迫';1

~れとい 1とって、渋fT Y は訪問販光都 |υ|法宗 i 条;五コき契約由民主;かか

る志， ff:，~示を縦|ロ1e. i昇るn
1"この古、史専Z王子決では、 ρ際裁判官轄のがl干!院に仁枝?存在検示1:q-J弓
ニとな¥、 1 イjiこl五際主主判管轄が所有す心持肖定LCい品。

1(' EGBGB弟三1条誌 1二点仁l土、 l契約もしくはその条項の成立お仁 Iチ効んは、

19J ，~UJ)ìn '>3 -478) 1808 



i"-，( j 弘月I~!!~ :-.1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

(鳴っき、 M殺が長効である J~' {j~ : :: _~主用されるき法、すなわらマン誌

民法によワ判断 3 れるとする)本(~.契約が有物 lこ成立するこしたうえぎ、

予告等û)~ê~jbこぶすしは、売買ヨ午J牧j ば IJ '>/ _..， i' ry'~:，設の開色濃イナ託

. !古用権)という債権的な権干I~であると認定している 3 また準拠伝の台

肯の成立Jヨトア効力~，， :悶Ltl士、 ~GBG I3 ~:;27条~)μ霊 1'，(ニ ιーづき、内

第3ょ条第 1mとr.;]，f主;二、マン諸f言語、により判"1さTLるとし、準拠台
告も千1守).!¥ャ成古 Lて、 aる旨認定(てい心

EGBGB第29条の不遜A;

，ì~;:r;政司裁1M，は、 EGsGB 2tS29条約 1J，;:二恭づ〈ドイツ訪材W&交路

凶ば、第 1条の透)jjをる二弟 び〉浬臼として 京事素ではリゾーや

権設対1i十島内説法が当事者 L特に絞う!?γjの問レ事JHであって、それに

1'1'う逗営管理1二郎j午、的 従属的/子役務 (:~_i&;g_gC、その他{寸隙サー，"スも

含め C禁約ジ〕本質に影響をjえ11すものごはない，1-I_/:-うえご、 ιG日心日

第29条第 l 玖が規Jt --J る '--1~tT$'iの絞りて J 三いう受(ι を究ノL しな v ミとの，!，

解企示すれ第二の理111と1て、手{午奥約は EGBGB法三日条第lJli各弓に

規定ずるl人l問キi主性(1)要件を泊?さないと fω Tなわむ、第 1号守要件

についご:ム本「士号~~i"}の締結に走行しに X社仁よる Yへの勧誘行為カ

J ツでなされたわけではなνミし、またYがJjI約約結に必要な法的行為

少その常時刻地である:，'/ ")で行円七わけでもないこするつ i/ニ第 2号

安件についナも、 X4工[まリゾート施設居住権の取得~，-:かかる Y の主~，'t:， 1三

j、を iごヂツ』ニ宇:;1.，-，.(.:;:官T:たわ:J"C'iょなく"、 μ斐nも子したいとす

、l千九ノT約も L どは条:r:~が ，U~日J であると寸ナ'lJ適用ラミれるくき法)，'[11]判訴ラミ

れるの規土7:':;'1民刀、 i'~ている

1'1 EGBGB :1~27 条 r~1 t;，去には、 I適用きれる4¥洋法 Iこ矧-9"6主主ヲ t;-:tr;の「「意σコ
成、人おぶ(.)'効ノリhこっいと d.、何台鈎 11条、第1"条、ジt~J条第:--; IJ{および q:;:~n 条

がi芭j刊されるべさこ:，~る」土の規定が主 Qみれている ι

1れこの汚いついては、円芳訴の弓γ丈~，~ít を陀まえωY 、 X 辻刀、イツ i乃i-urf.

人V社から頭f を受泊~_i三日F、をJ¥って汽!めて"{(/J契約1:1込じっ舎1'1を受以っと

寸j[:O:性があるごとそ引 'Î~'高!つつも、んのえとが7~ 2号要件のγ;民，Il'>;;:/-c有じな v
との見解を刀、し ζいる 本判決別ょ I :(~I \(';I} 第出y長の忠義iよ契約紛粘 i乃，l+~;;足

仁k;仁cn.~j賢省仁如'fi'J なる弘子事務 t:; .-zるうみ，;:'.¥tt!，己ヲること!。求められると Lた
うえで、同条第 1]可持 l号およ t;，'第 2 号以(レもい、業者がたイ J~I什 L 註にう、

スを念頭に震t"た想定て?めり、 t育費Jiが長主的!也」に泣きそこれ繋呂 lこ対 v

~::: '1'字00:，6 '~7S) :ち::;7 1: C-J 
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るりさらに 313 号変件[士、そもでも木件契約が「物瓦の売ばを対象!~~ -i) 

るもの lではなく、本事案には沼田 3れな v、との瓦慨を '1、Ij-(~.-，る c

また丹裁'I''lrJT:JEC;日(;日常2日条のxf:i.)藍尚信も有宅ずる f 本1可決の'1'で
は、同条の主~:1推J適用や肯定した裁判例吋;;，'? ;J~グヴ子奇を mr南 l〆つつも、

EGsGB i~136 粂ペチイ'/{{ l...ているよ~，:、 SGßGß 治29粂の績推通時‘一上 (1

f r/)筑J-n範留を JI1:張斗る 4 とは訴されないとの判断を下しといる。
EGEGI3治:~(-)条は r7 ~ マ条約治jB条を何F可法化した間安であり、締約「司

， ，て同条約の解釈と適用の執し を図るニと詐要請するもの寸ある

が、本IlJi丈の削ず:土、こGsGs(U3()条が171生しと』ミるこ rを以っ亡、 1]ー

マ条約lこ机拠を有する五(山(;日書記2'/4:以下の士江主につ主宅抗措ie!jj司、 切

認められないわけ fはないとしつつも、;tB-J佐適用が正当{とされ得るの:ょ

↑もの紡ど';1百も含めて法政策的缶詰怖が Eえしたぬ「子γ以りれるべきであ

るi:1，、 とGDGB 言自 29 条の鋲J年 j@JH\ こ悶 L て刺史的"ご角 ~fK論を展慌 1"，( 

いゐ」

EGBGB 第29条と第:~4条との:窪田関係

連邦最高裁判所は、木事業パつ引で u~n(;[$ 条芯づく k イア訪

問販売J設[弓liノ第 1条の適HI1o'な w、官出!?論f，;Cj":いる その述トH': L'し

不事言語以乙(;m;13第29条のi盗用品域内の!日l題ではあるものの、同条第I

てで各号の要件十充足lt'j"ドノ:'Jとの六ヨ可三主連併が 1分Pないよ:1.1'，同条

の江主用はない 1 考えられ心が、 カか、かる1宇ゴ口清奇がある;に}も拘わ{ら己オず， j以:氏(;氾l日]Jじ;:3

第3剖4条の工透有!月則?日Jを別コポf

Jる主との汗可評干を未 1してと¥; る均ーそのへえで、消費者品15専の:己主t;;"(こおける

てうそ約'!)申込 Yì~ 、たぶつ を拘ヲiヲc-ていミわけとはなし ιシゲ匂つ，tなわ

ち、 こうし一事菜におし 4ては、沼費者はその常居l吋地主正法二円保づえを期待でき

な v と考去るべ戸であハて、尚々業者が済貨 R1 よる契均 cfli7、書出会i:í~_主権骨

者の常f~:i-:~肝 '{UE -C'主辺 L にという事情があったと[とも、そう た事情iよかか

。見解に影響チ及;ま予ものではな岳、と結論判けていゐ一

l れ EG Tl G Tl持 ~)6;長一九{ぷ、 提示7上のぜて惟伎務河係:二品用され匂本以内定定[第

ヌ9三?をを除く;， (/)併 t:~J-.;j室副に当たっては、これら荒7E })~h~F ，~(コているロ

γ条約の規定がその締約広にJ--;t，坑的に解釈酒用され心べきことに配慮

L な i t:iし}よな λ なi. "l:ョグJ :Ì;JtrE治不主られて，~"，る

札淀川 C、ぶご(たでi玉、 fk令品別販売j散;出品がEGBGB笥34朱の介入む範t上

IIJ ，~UJ)ìn '>3 -474) 180ち
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EC UCB ;;;134条の位室付けについて、 ，:CIl(;n事29条のi直fF:4同時/ノトI:}C: 

い L厳{うな要fIーの下と介入規範のi節目を校扱刊行る乙ととし、結呆とし

て以;日(;日常29染め怯此!な汎用ぷ"もさらに(F，費者涼誇を iJf，展さ寸得

るもの ζ 詐μfjjLnる場合には、 Fえ疋的ではあるが、泊賛古保護のfF主主に

おける ιGI3GI>白1334粂のj直ffiIIJ 自~':~ニを円安寸ゐ f つまり、 EG IlGß ~'l S9 

条の涜Jfj~f[域列 ιある湾費者宅1約が;ロ!条第 lm存号に掲げる安れを満た

[約河:主連性が再定される場合には、 EGI3GI3f吉弘条に茎っき :、千ツ

の治安苫係業ぃ関する支質法が介入規範 ζ して、当該消費者引約に適用

さ7，IA尋ると=4えるの C.Jcるn

なお淀邦最陣j'?主判所l工、本当案;ニノ〈でする ECB(氾第3，:;4(7)不通行jn述

11:について、 2G3G3第三Q条の主主34条に対する優;uφ止めるべきではな
いとしたうえで、 ι(治〔才日第29:Wミこ003さ条の係先関係?ついて明示的に

主義読を民却しごいる口すなわち、消費者 '~_1~~警の或においと ι心臼心ι 柴

山条 iこより計費者保設に íj~かる主主主ä、規定 íj{活問こゐれず、 íj~つ当該規定

が EGBGB告さ泊条に*1.定する介入況範卜該当 fる場合に浪ヮて、特別連

討による当該規定の池町を認める余地があぬと Li:~うえで、仮 11'

EGBGB 第三9条 1て対だされるぞ!i~'0";ri)I;'.:が存在しととしごも、 :"J条乏 I11 の

FoiJ提条:tとされる内芭キ主主'1'1ーの安件が充足されていない昔ι、には、
E~RC"~B 第:~4粂:二 J る特別連結 b 当然;二認められないとの見解千円以示

してしミる J

f3-1 

Jイ

BGH号 U伐eilvom 13. Dezember 2005 (XI ZR 821自5)'

事支関係

スJスに木拠!当を有する X銀行(原がト♂イ;ハ?居住するほ忠士Y

(被手前との聞で、ょ自D~{f-:.2 R 1日に， ~J万スノス'7:; >i;{(/)町村ボJ

(1¥ド本件貸千寸1f?約 J という を締結した{本件貸千約の期限 t止 ~O(川

年12P31日、r-IJキーは".12;:)%刊あるノ，')x銀行と Yの問では、本件貸付さと

を1=T~~亡 r ，るとしても、そもそも本事案 l 対ヲる EGBGB 符 34 条の通用自体が

認められなし川、 r.: 手、 BH r:-~版元j~i~i去の介入-w.-'w.沖合杭百する必要がたいとじ

亡、その判断にUl法み込んでいな'.:'，

ノ nGJJZ16?i仏:;8;V.'i¥.I :)，(106， J;，:).: NJW ~~CC6. 76? 
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約締結~，-:三1::，:，て:ii' j知去をスイス伝シする{j~苛がなされ、その皆梨約書

にも記載{~JLl.二。 Y':.よ、訴タnvけ岸7匹1 のイヤ在建設資金j[J万ド「ソマ
ルクの貸付資金を ~J~]法ず心ために本件貸付認約を尚治したが、このYか

り訴外Wへの1全土己法設資金の提j!lはベ 1レ1) :/綬;ltl;'土L~'~17粂 iニ基ワ号所

得悦減税等の対象となる AEtfτLιlI、 巳引ゐin-:Jarlehピγu とけう}に訟

~L'( いたむ YU、1，]，寺に 1 著者i保険史約;こ加入した上ご、 {'O')保冷実

約JヲJ=.( strlill-D辻、le1lヒ11:'芸つ<九十甚之'X銀行に担保と Lて

提:[、した:2000年12月19E 、Xf)'!i'まY:一対L亡、返河期日が苛よ，11::.、追っ

といることに注烹を";¥>宅起したうえと科守 s.i'%ずの:+件貸可契約U)土
利を提案するとともに、ア売字ト滞詰:1てA いる五A利;IJ息dの〉支干払1-，>-い主4しミをJ

x鋲行;はJγ:に:対 Lて、下写ーにわたって史訴の中し出4行u たが成
りれにまたmぺ士もかかわっず版行還冷仁有ったれ自校寄れi有力日寸る
方ごあ-'/，こ土ごいら、 ~OOI ムド 9 けには、本件貸付契約の骨'~:~f; を述告し、

担保としと議伐を';:2:T てい f:寺ゴ.'保険 iこ長っく ~F(1tti需を換慨し/_:) X銀

行は部品、ψ従起し筒付金の全伝返済をぷ約七が、 γは有効な解約f里子j引が

なし:!"しどこ礼を争っ汗 J 力lえて y~，土、E(;I\(;I\第 29 条ま t，( 土搭:-14 染に

患っき、本件公判事~~i"} :てついご :，.;t ~/i*~準拠位、の如何に j;j らすド「ゾ消号寺

者日Lffhl、が地m~;れるとし、本 ftを吋史的が、/ノ引'í妥者日Lffhl、上の厳

倍な要件~:l'前七上ておらず、その結恥として _~~.J!~ i:ij忍立中下 i~~~~ ~~ i Iると!

?長した2~j 第 症で(士、訴外 L1:.1よる木件j:flてつ区への支説、いえつ主主者保

演じまづく2百点恨の挟泊代金全ぷ唱したうえ〔¥列車や催奇安門]を加え

主ご心ぞ se~ 7. 711 ('ト ö~'clεr ~; 11 広 c~ E' t" K，引"nεr ¥V i r-日 Ch2~:!: (ドer::::~ö~'clεr ~; 11 兵 SgE' S-2~7;'

B(ふB1，1 19出O.~ì3 

工 ~hí 賓ずf 侶.J:fj d-.、第 6 条第三 T日には、契約~lEi!iにお¥，i"C、名R利半、だ質事 4

もザピ{土 台ι結額治記載され τ な~，掲「了仁、 f-e貯契約。ノ基礎Jなるす!日和j今、ゆ

DGIl第 ::~i~6条1J'主主7すと)1去す禾]字 4 ~{ : -~ ，~~~ì ;Jrkず心旨幻視アが古かれておfI、被

告Yi土!Ii!条J訂::tきっさ主払利麿ω軽減をさてのたもの;.-1メんられる、右手Ji、:?OOヮ
年;n jヨに新メjj"た l イ ï':責務法のl:~:r ，:.f責務法現代行?去の制疋1 に r~ コ、、

航空主伝 J司法は[:]円汁で附トヌ :11，.その諸規定 ~l W~K のd:Iに J 陛1'1 ，~ れること

となっ 4J4古賀 .è'信用法治 lì~ も ι干の寸 nJ 怯1f 1ン千二-) fうズ Bρ日誌+94

条エ しご現在も 1与慌しご'，-'る。，.(ソ f古務t土内改正の計矧:一ついごは、!~':"~尋J土

E 判|ーを毛主同日持1ご47{i-4.'31tぎに対け之"己j主;土本間レ山間違が涼ぃ:

I:3J ，~UJ)ìn '>3 '4T-~) 1804 
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23 jj 、 3 からのßï~ 支払いう7 を J士1? して、 X銀1，グ)請求を認容したι 位

方ピ、 Y かりは、う菩'Y::保険裂約の期限前解約 i こ伴う f~ 害見j";償請求権 i ご〉

ハて{ま誌の反訴 ':F出ム~t<-' 111-， ugs-...v i (1げ klage) がfN:告されて t1-/ごカにこれ

は葉却したc 狩訴審でも、余震百で多少の異同はあ"たものの、 l巨審グ〉

判決f!、j苔を:1: "C*c，"， ". yの控訴を棄却Lた 1ため、 Yが l住を1jったも
日ザ叫イシヴ
円、0')0;二

ロ 半}決内ア干

EGsGG ð;~ω条のホ;車斥

連邦最高裁判所;止、 ECB(氾 1 Jft:こ規ヰ:する 役fij(j)担供 j

という要件は、そのH的に明らしと崎広く認められるべさであるとし、

サーゾス供給契約、諸員契約、 I均 q'(l';'A:給契約、君主務管理・:安託契約:.:~&~

dゴき廷供与礼〆~ì ~義務に関連し汗品、十~ l~:t i♂kcitsbczog-cnc L L' is~U[lgcn) 一

切を泣き「ヲゐ慨J合:である としつ J も、包んで、 H'í賓客としごの~i;/0相

手方に対ずる給.L:-，~-あることが'1.要であるとの 校高?を民間しといる J

その弓えで、木事事長;ニ，，1L 口土、 '1)木件賃イ寸44~/0t土消費富シしての被告

γ 対する役務の廷供に Fよ当たi¥むし1ほか :}:) 3c 、 lill---D札 r~chCll ~よ文銀

行からの貸十lを原主としてr支枕されよ:ものであ乏が、訴外¥Vi'/:yに対し

とそ、ヮ:応芦債務r白うこと等に紙作人ると、本(牛貸イJ止さ約か職務に関連し

た#{"f了)して7円安者である Yに対Lてれわれだものではない少判示L
， 
-0  

また丹裁rli苛(土、争j占となっている貝件、自Jな法待行為がEC日(zB第29

条第 i尽に規定する類型?該当!なかった打、同J]t$ 1 8から$3

号に引 nト九回fj皇[1ニの要件を充足LないJ話合'.:(士、ごコ誌渋おへの
EGBGB善寺2D条のを:f!准i開ffjを読めていない汗としにノ4'宅実にjすする[ロ!

条の類抹車問も認めない J LGDGß 治~9粂の制定F古谷および同条♂治27

2寸T¥Gne:-I;マ1 り Z;v; 1s e:~ (l~， 17. Tiぜbro日'-，引C05-T!.:_; 169/03，マFワメpr:!.()05， N了

1 :1三ミβ1.1

~' sGIIZ 123. 38C， 38;) 

--，f I-H d-] i' ~ :-);~'. ~ 2.-1， ~ 3:-剖¥1.¥Vl':lu，IIIIUII己liCo11ど]，-' r' /¥ 'i I，V日id1I n日slwいidldど5

1ーをrbrallchぞnuをditsci:II :nechts 珂J¥¥;200G， 12斗7.124-8 
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条、第28粂の例外規定として叡設された経緯1 鑑みて、同粂にデlJ'rされ
七普恕以外の守'iYJ:'こ対LTiJ、ての主体的事索じおける内閣牽詩作如何

に杓わら F、河条の類准尉耳ごは受け入れら九ないと河!示ずる :'7 つまり

は、 EGBGB'Ã~29粂における 1:l~1 1i:JY:約類型の詳細なタ1:挙辻、特乏のケ}

ス』与し みで経汚白j~(者 fi汚の工めに~事苔， .上る自日な伝選J更を制限す

るとの立I'l-;."1当責尽を反映したものごあるこし、要をit'セば、仇括的

制I主 の消音者:思議ル認めないとのな型を示[にものであると絹抑制 !7
ヴベ

/"~ ハ

EGsGG 仏条のホ;車斥

に定邦最陣j'?主判所l工、 こGs(;n主主3.:;条?二五一づし、てげi<(l'三!Ij訟のj意

思が導き山されるこする被告γの HJをlφつ Jても切j，!JT 台定ずるつ

もっとも、内主主fl;，C);!二、かかるお訪が、 E(;B(治法.34~": ~土すする第29

条の 散ぜjな援7tu)AIτ見えししご生じるものむはないとする すなわち、

木事案のように三(;BC;J第29条事 1攻の週mがなく、{立っとその排除効
掃が)(Ji平できなし寸』スに£いとは、語、7J'る EGBGB告書29条(乃{妻光とい

う事努:土土じないと f引のであるコ¥

連邦最書こう裁判的は、 EGBGB 築、~，i条が抵でする介入判事Eについ亡、契

約存者~~;J、知{:iJ(こまらわら「亘書、二関係を右ずる事業を規律ずQ ここを安求

する烹質i':&tの条項であるが、 ドイツ (T)名指1"1法規の，iJ長と目的iこ獄み

ナ、:i8常の抵触法1.0ぅt立京に沿 Jづナ;主用されるき外間半主主法を顧みる

ょっ学三にお'，_:"，"もかかる主 権 l立政説的批昨を ii々 1) いる。 -f:y:]x_ ~f、

j日1己udinぽ r，K fJ nll'I(-'II~<.\r /['r'l )-)[11山(];r:h(-'Il G(-'~ピケ bllch Il' itト、infl' I1 :'U-igS貯民 ~j

:nd l¥eb刊現日:町立 EGBG[-1，/JPR--E;nJbtl1np:Zl1 Art :::7:"f EGBGB. l3.Aufl. f2002. dぞ

I，，;r川引;..I':GI~GI\ A了矧 l付"鴻 Lu，;1'1叩 iじs:"MUJICheJI肝 KりつITf'ぞl1le.γれ1'1'

B町町rl;chenに合会e':zb'Jch.Band 10. E川f~ihr~m田町日←z ZLln'-B~il 配rlkl 印心目e':z

)lldle 司 、1-4tρ r fI， e r fI;-1: : ()': a 1 円 P ， :v;.;~n~ 、?に， e， '¥ C' r，之市06じIT.f1e、k' 

1:日Ii日B/¥ rt出jJ~dn.:il [D.:¥'l之!"l"iny]， F-¥V円 ;)h;-:](-'n:V.l':Jil附刊に11./].氏出円lh:it'g:

(H l 芯 ~， .i. KO;ULIぜ ll~ar; \.'e ，-br己lH';~erkre出 l~e::;行、ヱ 2.AII il. (1996. OLu出('lt l~lidl 

I<o: 1-1)， ~1 ;.(6Il.?，1 

も本:た文の中v亡、こう Lた)</ 'J云:-:.b:'7る要件 グ〉絞り l玉、悶 iっか(:=-[7

マ条約内内行と削針を三ーさ Lめるものとの認識かhに小民主主恥 ζい毛 c

例 こう ν ナー見解[工i主米約半IJiQJT'も設にυ されている 'BιHZ13:')， 124， 1:3:')、

，~UJ)ìCl '>3 .47Cl) 18G? 
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こシなく、悶際的~，-:適用さ丸るべきものか否かを解釈をJWじて信認して

いくことが要求5れるとの結論的な武司]を炭依す ξヘ永和、仁、本判決

は介入院幹に悶する解釈治上の指主|二して、 11財投 80 な ~:il"flt:こよれは、

EGB心Bお34条のJ直需に当たっては、院認となっている-J:.1'<法ーの条件瓦

が単に柁対半ずる~約お事者の初:台、 .1 J、ゎ ι純粋な私人のんj告の f~:誌

や調撃をュドくヲるだ1トごはなく、そ去しと悼んご公古去をュドくし 1λ、ること

が要求さず~.-'~ Jとの重要なFi示手1-7うのである。干のへえで、同裁判所
i士、 ドイァ消費石信煎f之江〉規涯のd的i士、↑国々の消費苫の経済的な不l守

を危険から守:)、後{すな立場にある金i訟の JlJ'J.Xツシロサル rの湾造

的な不半 ~.r を修正寸ることにあるのであって、害当初当事在慌のやi~~調~

ieiとる立法行ピ-J:-:据えているこし、 4古前こして、消費者イ両日出は

ι(~B(~8 第34 長，-規定 tる介入規範としてのれ格ジ叶ワされ得るもの?

はない三する

さらに迫邦最高故手1，所:土、)~ rl民社、上の規定が国際r::0な強行法士三11

'~lntcr .c1<.üì8 .c1 2\ 1 ZV/ln只c.c1dcnChara~;よCC) 存布ずる 7;>也、かという点 1テつい

l、は慎重な判断が求められる}.:-":f"~) 寸れは l川1¥(;1¥簿、'.].，:粂が般的な

辻[司i対立下 I，;¥U::::いじlC比一ilj此[jに仕立 l、ト 11ムれるべきではな J‘それ

Lよれて、口 ず条約X?n;13G13 iこ}31，-，て文紀[市な原則である当事者に

J る 4斗選択の ~:lliqJI 注される J ば P はなしもという基本理念に基つ t も

のである J 疑わしい場合にl士、 i主:5「る規デ=について間際的な1虫干j伝規

':'tを背ノに了べ台ではないと指校了る。ぞれ故:二、治安苫七月JiJ;プ;'個々の

汚費者の個別の保護を日的とずるものであ旬、その泊 1~ と i て反射的に

公益を包含してし、るカりとい，て、 EGBG3第34粂どう適用が基促{寸げら

れるわけではない/ず勺のであるι

なお、本判決自主主治安言kffJ il'ぴ)国際的な筑間庶民 ~Geblll広明 iLe!

はそれが浪費者信用に問寸，;，)EEC 指令い起源をやする:31ことから当妙、

対かかる見解を否、 Lたもの~ L亡、 J.S l(j II d i ，: ;J，t' ~-.ιι0 ， 'Ji" ，2，7). EG乃c;n
Ar ↑1ι:<:.dn日"-i [lJ..¥Ian:nc:<. .¥bnchen:"r :¥om1ll2nt三，"-.2..0 日11日7λEGSGS
一主rL34R~l; _9 : DJ.AュrL;lJ¥' : 
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I ，_ ~皐き，'l'，されるものではなl.， ¥ }:~ -g-るりよL渋苦が I!:.'.仁?司令を ?十fヒし

七とし 1 う事うuムその規範が~"年fj!j ~ニ恨市l的た定義士有し、 抗的たぷ

制法規定û)如何 iこれJわらf"H~ と 5勺 rヤょ中性を白ず心事支!こも汎用され心

ベちということ子主:昧しない ζ の見}惇子1<日月している今つま :'l、消費者

信ffiiニ問するこEし指令[土、その問]:¥a主化lこ112して、顧ロ:すべき最低甚之

浦を却下iするに 11まるのであって、での範図1こ以 1)~際的な強h- ;l-;'fJ;l，竹

若干布ずるものの、 ft加盟(:「司に対してそれ以|の伐に菱自主化軒 jとれるもので

はな〉主というのであるc 連邦崇高裁判所は、;巨費苫信用に関する EEC

t-~';t 抗ワ条お 1 J民.:r:';.こは、;~ 7J Eじむをj翠える契約には[aHiS〆):;lんさ聞が

ないと寸るi車問除外都，-，-E.が設iJ~)れているが、ヰ:f'::1ますお中'01Jこのi買fII

住外k~支の要件売 J持たすことから、向 EEC"む?のイ i:摂拠として、

木事業この関係守、ドイツ消費喜信用法の介入規範'['1炉内定されるわけ

ごはない!:(J) .%r~-i市を導きIl\ L. -c ~，、る刊

3. な論点に関する判例盆学説の状況

:1) EGBGB事寝泊条と第34条の相互排他校の問題

抵触U上のifEB:'者保護規定である EC日〔Z3第29条と介入規説を規定ず

_¥leE1ber States conじer;，ingCOllSt1n，er cred;:， O.J. L42/48 U98i) 1::"::;.::r司法行;した

もの Eあるな

3号ノ↑、判 l)~' T..":三 スイス ιJ ゴユ;~~iL;;}~';子 :20~ に上る反:え刀打記'.'[ヲ ÆJ ノ?主 ~i ，~" カ{~I?， O)

つシして挙Jγられて v、る九宍話器判決でl手、 EGflGll第35粂第1頃や同法4

条第~: .Lt!の最';;.'，:"_ ~r~ わ .:)，r、メイス国|怪夜、抗第 120条 U)遣はを|出法土すへさか

れかがUí!定の ~J'ïi円と Lて咳ると日たうえで、本件貸付実約がヌ/ス;〆行え私1壬

持l~C条の安!?を満た去なしとし反政C--')，r{ 、'í:':C: :i1~ ~主した。これに対しし 7中

'1;，最前政判所以反況の成立士子、ばするこいう};-!， む:佳正fr審判伐の布il;rf:~ト支持オる
ものの、 その用1"付Lヰ hおいて内認可手引法{レ単なゐ刊附を F~"、るっ すなわ

ι、EGBGS弟:3F条詰 1:三はよ;J ::X;'i ~~~!J::去の頑域にお l 、て l又誌を吉区除 4 る汗 Ë') を

て創設された対?とであるごとかり、本1牛は'，'-，{ソ裁判fVlにお1ペスイスr/)

抵触;).~{"(考唐ヲベさ事案;つよ当.'らないJν スノス :"II;~，在、広務 1~(!去に ζ る

f又Ikがドイ/日常苔t~mi，去の適用か根拠引、;J- L~; 6叫能;二;手当初かiニ〉ノ!'{Iしない円

ど示し といる

，~UJ)ìn '>3 -4G8) I ~予)



i"'，( j 弘月I~!!~ :-， 1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

る[eC!¥(;B第、:i::'粂との社jtl'排位性の問題:土、的資者グj常居所地図し法廷

地図 ?'l--" 可ーである場合?に、:"í，吉国 't質証二 Cr) 討~j 安否:ポ設規定に対しt

ECUC;日清29条のみならず第34条を吊伝的 iこ流用する会れがあ必かとい

う院建こ J てj起え円行る。 31連邦最有裁判決はいずj、も、双方の重役

江主用を汚うをする見解に斗阪 L'-い勺 J考えられる。特にこの点を最も同

'H，~:こっ、ヲ FM1953f: 判決ワあるご間判決で l士、 E日BGB 第29条に某づ主

活習者の常居所主司法'1'の悼行法t:;;!とlて、 ドイツ訪|日l販売機刊法第I条

のi室町や認めたが、 rlJi晃丈の中では同条l頁が EGBGB$34条の介入規範

をも有 jる旨の口誌を千Jつ亡おり、[ロjーの消賢者[点差月比京についし

EG日G日弟29条と之島34条が重複涜)11され 5口J を肯百万る。恒し、

EGBG3 t存29条優先J豊田説全沫用[と主主見、として、いずれの1'1:iKも、出

費菖{むをの鎮域 1 おいて ι(~B(才臼第φ4 条が活用戸れ得るのは EGB(~B お

2官条の適 rE 融 j~~折、にあるお安苔契約に :~r~ っ1'Lるユク)ら宵{:.こ立 Jてv、るこ

とソ あゐ J すなわち、 [(;B(;B第29粂のi血「右中内政!二十0.'す

る浩賢者摂約類辺自主、 EGBGB 第Z9条に基ザ J きある~内支出{女比定が

出費者の常居所泊11'中C勺自H:ht荒<i1主当ずゐか否かがf，Dわれるものの、

EGB(辺第'14条の介rヘ規範性lよ間短にされないのに土亡しし EGBCB築29

条の治市尚)1"':足ゾトにある;:1J妥者Ji3約額正では、仮令河 の国:A;'土質託、規定

か問題となる1号令三あ ;-c も、巳(~BC;'B 第3"粂 i二基づ〈介入院主?j.:o.:::の白

慨が枚註されるこ Jになるおf な沼、 200::;年判決でも指摘していた!::)，; 

り、かかる論予:よ、内国究:l'til、?'lイj交苫;系議 t二関する各樟EC指令の

水準を腕える;県議を消費者iこ与えていむ場??!こ、特に平安な政誌を白す

ると.:Il;えられているけJ

也)]で、学説にお vミてほフ};:~(，;点につき争 v 寸てある

ます EGB日E 第25条と第34~長が持=他的関係にあるとの íH~ ，出トり、 j正両立

は l の湾費者保護を EGBGI3清 ~9条 1 段をし、 EG I3GB t.作品条の介入用

範として実質法;の消費者深議設定を適用すること斗認めないとする見

，:0汗γ、この当弁明確説IA~ている(i)il~l90;:年判決('，ある

:-1，1 Ti寸ぞHι了i;E.Ki行 】 geriP，'M;elJ ku'.v:.;j.;】 K ， O~~e/LSae 記ぞ了 A.Sl<.E;di 記ぞ了.J Jllとna

~;ollaleS Ve~-~ 与 agsrεcht l\ or~:11 ぞれt三t 民GK心K'C 古(~・ C ~，1 f.( トe'，c:U¥:J.OOi 

C.H.Bedd. EGBGB む ~.34 l-\. d ュ ~Cf LA .s~2，l1 dingerJ 
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青工が存在ずるヘ例え:工、 Kn)ph()ll ，~r 教授 i勺土、 Jつる仮設規絡が i 、C B(d

第29粂こ第3.1条グ)斐flを[HjC#に;苛む I押なv、との瓦慨に基コ久、 iお建規

草'1二内閣的な l治会~i土問ι を i白すゐ ("Íllt!:' rIl" Z¥vIngend) にトまるか、も

1 くは国際的な強{法規性(“ilì~~'rn3~ì~) l1(ìl" 2v，.' l l1 gcnd~ を有し EGRG3

~134粂の特別i虫結の週間をよ:けるう\ー苔沢ーヴ L かあり得な c' と考え

る。そうー/二前誌の下ご、消費Jf係議 hこかう〉る実質H~についどは、ぞれ

が怖い公的手]主主白期転任仁0<1ずる明文規定モイ11ている場合は覇iも角、

そうでないj司令には!大]国的な強1;法規十ふ務:有寸る 1:iI主れ、 EGBGB第

2日条の !:ii'$: に~;(;.つれる r がi~(~l~:.tる またユいukowski てり 、

ECBG巳弟29条:二基づ季連結-9--)2， i1、土えは介入規範では有行得ないし、五

七介入忠告[¥iEG3GB第三9条に基っき連結寸ることもときな、と[亡、

111'1苔の持5他門主主1長する.:iiJ正け広一よれば、 月うしたお訟は、 fト入規範

司、公誌の尖税を主/九る fW! に控え、当事者聞の利害前整は精々その:~;Ij次

的目的hこ1Iまるのに対し亡、と(;3C氾第27粂か尽第29主主が規Jt--:jゐ1市常

連結 ;.í-~~ ら摂約当事者聞の利害制整を日白むとし亡し、ることの当然の舟結

であるだ fぬ口そのうえで、千写実宗法規定:土}記立つの日的領型のうら

いすれ'"/;，を二七たる目的~: L.-(いるはすであるがらも介入規範113全'弔のちji

約非主~~;J、に ;ijj' 海「ぬにう〉領されることは原目\1 として認められないこ考〆と ξ

3ト労f~~ .r.;;-(.'ノ'fj務捻fII地等の拾f去視の適用を認める EGBGB;530灸とお34~た

との間協においこれ、尚ィ'i0) fii::r主治H-l{i: ~.2めな，-"との見解を 3守、るものとしし

H.SC!cri:!cJ. B:d 昨 rlι c;:c~、 Gc町四b:icll. rr:lt Ejι江口一:r-川出庶民c':z:;nd :0f ('[-JC叩 i'SctZCll

sar:d 10. .1 つ Aufl ，:1996. ¥V.Kult:h;ol!l:ne τ ). EGDGI3 Ar l.~引u山) R_dわllJ8 ~n 、》川川
" 
] 
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37 かかる見僻 i 立ぺ!:~~，よ!~ -c:立、組:ご lSta，:dincer，三五O.(Fn.27) ， EGBGB 

At~.34RtlLÍ~ :U.?vi以leU日等がある。
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i"'，( j 弘月I~!!~ :-.1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

のでιちる さらに I.'r ，~i L;Jg は、 EC13(; 13箔29条 ι第34寄'.:t: の重~

を認めるが子tかを京}るじ?iffJつC:ム F11J苫の慨に存存する緊張問係、
国際的な日行法 i却の尚J弔恨1~~およびiLa士??の廿?草、寄与を総今 80(こ考慮すξ、

日突があるとーするcそのうえで、ゴ)EGBGB与034条f 規定する符BI;j皇請は、

コ事者に上勺渋選択r乃白日の例外を士「ものであ ;1 、~事苔!?主における i主

的不確定frを十五})凶iiえするためhこも、コj能な1;1より抑制fめなないが伝めら

れるごと、-'--'/乙GDG3 治的条お J び涜:~4条ヂみの起源毛布する n~ マ

のl:j初:土計税法(/)税 詳述じた判決の，，'司干:11:E:lts;~heiólllgl1 n日日!日目hk:a:lg)

にあるが、 li'l家単1ずじ間金る介入民事Eのお翌日夜品Jl を jl~; 友:二 iJうことは、

こうしたローマ条約の凶怜に背反する限れがあるニと、 EGI3G13まち29

条:ょ治安者契約法γかかる基五tt)~; 同 ifi141ki律するものとあるとの市民

↑寸げがよ行弘氏意設されるべきずあ伯、 E(;日(お第29条の適正続開や起

えCEG日GIよ による午十守IH.t九'-1元日rり jcるkヲ1し(よ、 h百己(1)ような

E(;B(;B 詰 29 主主の í~ t吉村けとの!日jで託協がごとじかねないこと、

EGBG3 第三9条浩司出宰 7る弘j~)(，におと EGBGB 第ι~4条に基づく特'ijU返

討を iJうこ Y により、F(;l¥(;l¥第29粂の規定i人:容の空1何化が生じか叫な

いこユ‘を浬トオ):L 'し EGBGB主主29条J第九4条が相互に排他的である

と結論1，;けるロ

これに対し亡、 EGRGR 第29条と主主~4粂の倍野 iこ梓引f似性 Fまなしとし

rfr;j 者の重俊民士通所を認めるなシ、 L，:CBG:3 第34 長に長っく実~:;':t; の

約交荏保設規'7i:fの涜'-1-]を青~，;i する 'tðR， も有;;;二主張(~~L"Ci/-\ るイ，f，引j え

(;f'、 VO~i Iloffmaanぎ昔、午211土、 、ii事者間におけ心情;:'¥80不木等の貯

j吉歩，1 的とする宍質法規ネ「特日:1 私法':，So l1 dcr，;:-: rivatrc('lì~)J と存、lた

~:: C. Rr-;i~_;:n; 孔ηn/D.\-I;-:rti~';y (HIぉ誌)， ~コ冗 r~' a~io己記f六、i er~ 1ι♂ヌrec丘二 (5.Aufl 

{刈(;4 ， 0いり Schr汀 d~ :¥olp) 対 11，4()J [百円引:ι日J

吋以下び)木丈に花子「するもの ;:J， Ý~(ご、 VV-H}{o~h. G;'U1Hi，';叩εnir..l I(llnh，r.{:"l1 

~11~ernatloヘ11貯n \引 bralεherv引 ~r2J!S~ ぜじト~ c1引 Gemeinsch2み 111 ?¥tCo貯s:er/D.:¥hrtiel¥'

i.H (s只 p 白 \"a~r'cく11::11 hl白。μFcst町 11(1 f!， fド:-:a :~s J Cl:詐11SOIl口C口bc-:'gcr7.11IT 
iO. C内 irlc;t時 (2()()iLC :-:.BeckJ. :;9L :;98等.yrあ/;)， 

-~I Rvυ TTofrn:a:¥fI. T lI :~ir:dis( レ七日 aChr:orrr ， ell lf:i 1ヌ¥'i111符edゼτ1:1I1f:'l"l出:iOllalen 

Aにw:，，:-'.du;，gsコ巳εich.I?Raλ 989. :Z行1，:Z1iG; 8.vo;， Hoff広三llniK.Thorn，~ll~:": 日之
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うえで、消衿者発〆'Juう幾つかの万貫主Li:iよぴ労働長約 検:::~ しでは符号1)

私ilくの特別摂結が屯1，~，こ 5 ジし得ると土張づる ο すなわち、特別弘社、:ょ介入

段戦とは異なけ、持， ，こ五c;日(;日常34-粂による特別人中給め対象となるわけ

やはないが、ロ』マ条~\'j全作cワ体系をおまえれば、 ;GBG3 第254長また

は宿泊条の適用組医に含まれ士 vミr!，問実質ほ(特別私ほ}ヤあっても、

EGBGB弟34条i二五、づく符)511~草津山のえす cktこなり得るとの結爺ーを導#

のである:i'司教J7 ìHti"i賃貸借i士官 (\'V~h:lll:l出miet了目ht) 奇 f刊にと:)

具休的な説明をわっている 3 す「なわら、 ~983年!CJ月 20 ヨ{す連お議会

書にぷド亡t也主l出廿賃H貸則rぺ{借背?仁民ト
と ι をj保耳 2λζ て、件特賃貸借法務を含めとG3Gs諮29条元'i!&11JされないiTl

賢者N護況定につ Jては、特別私法こして EGBGB箔34条が号Ij迩逮用さ

れる余地が認め勺J.l(1，ミると説明寸るのである υ また 8tHρ:lけ〕

EG日心口市 :J4条ジ〉発動を基日討、j ける公五まは、社会 1"1家 i~:引を叩っ「

的 á;;~至者保護、消費者契約;}:が有寸心Ti:場税制機能および国九TtJ:I:括的機

抱化への利害といッたものにより基礎引けられるとし 待費者保護の介

入規む性に行定的な受努を示している。 11ohloc!J校.111:j、EC;BC;g箔，，4

条の介入起草5性法、/む|主|家および経済E!ztfir.の利害もしくは(~，ノ社会政策

および市民社会改策」ーの恨撚の v、「れかによりポ駕1，;けられるこしとう

乏で、イ吐きの代表伺jとして、労働者12議とすFんで将賞者保主主ふ列

事しているどこれら見解は多かれ少なかれ、いわゆる rhρ(;iu:ia:l()川〈

L:ι"，.5c Rcpon ニヲヨIjる“Thcoriえl':lof this p31'3只ra口11is fuund iu :hc 

じり ~lc(-'r~i 1)[じfγtallム(1tdμEζicicJ:'lStu "a[t'gll 

bnllll (nota っlyrU:CS 011 C'?tγtclミ C' ompcti~lon 乳nc vcミ門iC'tivcpract1C ~'S 

cun::;umer pγυtピl'tiOB辻Ilじ ceγ;辻III、U出 b じUはじどγnlIlgC<.'.Y'~'~ ι広巳) ¥v hich a:'e 

IEancl2to、in~hε :3 itu::1t iOrl ¥l，'hat己veythe la¥v 3pp:icable to thε('on，;-act 

寸勺 BT-l)rucks，:0日ぺ1，引 な J3:1;1;~邦議会報告書ば円高引|ιGBG己点ι的政

府主主管;をホじたものぞあるコ

I¥.Hiムム引 ;c:'.1);守 :'>Jt'u，egelllllg des ;nfem::l、 '}Il三len'v守 r;)t 凡 UdH:'1 、 Pl↑ t'ags~ 守"，'尽

n Art.2灼 EGB(;n(2C(沿っ L.:1.行為人:2'/9L?ηli込町

"，j '¥¥-'，E了τ汀:oTl， TT:_oTldkじ刊T:I七lL_e.l"í: ll T: 1 日子 I 又七了じ h七日 Geメぞ日h ，'仁 h.l l. Þ， ~~f1.リ明日

。円。又ChlEid'，Kolη)， EGBGB Art.34 Rdゎ 1:~， I ~i 'G.Ho -，1日ト]
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i"'，( j 弘月I~!!~ :'.1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

n:ay lH~.'" りいう記述に依拠して畏薄さ Jl ナおり、 L，:CB(;g の条文解釈

に当と....)-cも、欧州令仏:つil-、動!汁jに者 ldL:f.貯:')lu]:内における法解釈の調
布・絞 に逼台を悩えス戸時学i司の 去として佐世付 :'1得る A 

Q臼 ndi n，2，"(:'-:11，，:授は、「日大什li生今指令手'"純:国内法ftIグた粂;.1'1について

i士、それが、市場におげる弱者丈ゐf有費者の保護を fJ的とするものでとも勺

たとし\も、その ~i条約な強規村:を??三;するここ:まもはや不可能で

ある， ，1 ，5 との指摘+行っている。:lx付Ii主 .frfU~ì 等の同内岳、病"つい

ては、もはベコ ?GBGB第34条のナ~人規範の支質的要件 ζ じて公主主保設要

件をよ}、めとも l、リーの元併を司てし、いるわけず、 これなYも、欧州度合レベ

ルでの言、誌の動i円j を国内"J坊主i1~O)部択にm J-;i:if県与せようとする姿勢び〉

取れれこ受け取ってよいであろみ

(2) EGBGB第2盟条と第34条の優先関係

手、に、ある事業につし冶 lご三(才B(才B第三E条:二規定する消費者長;居所地a、

'1'の強行法況と EG3GB第:i4条に況定ずる;'=t;廷地介入況範がそ f

用され得る場合(，:、~， \-YJì. を足先 t，~ぐさか円"通う点が問題!-なり↑早ぷ〉

治安.;g.の'市凶所的と段、〈壬地が[i:i] の場合;ょ~Ij段、|向者カ呉なる場合には、

い thの泣:規を優先地出ずるかによって貝体((J事業の花誌が異なること

になるので、本論古江単に埋設↑の院廷に iしまらず、事零処速において

実際的な主:哀を古すゐι

に二円以、 伐には 3 ツの!f':;;~が対立し、いる。

市 Lこ、少町ながら、こ(，日(;ut官以条の絞対的な療に~~(!f' を主将ず

る見解(:X~34糸のす的俺光J出原 rJL' がイf一台ーするヘなお、 L Cl n~nz :1Y: 
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[土、 :CBCg第お条1規定ずる消費著常居所地法中内的行伝授をj色町

する方が 特別需給じよ 'if也ヨヨの fi人規範をii>!rtJする 4 りも?円安J4じ

と Jγど右手u なJ、明治来が膏さ札ると n:li，~される j長千「に:土、円i!?号の寝泊 ;80

なj重用者認めるものの、 EGBGB，;;~34粂 iニ基ワ号法廷地 /::':.0 r付回の介入

規組がi邑ffiされるん守合にほこれとRなり、 1;¥1問介1規riが治安苔常居間;
~W''i'じ)強行法規に対 u止条 fi~(.こ俊先し¥i商ffjさTLるとの児解をノj、しと

いる

t 二、 EGBGR 第29条を消費苫 i果議の領域にd ける将官I] rl~ことど4え

たうえ亡、 EGI~GD 治:，4条に対 L 、環丈するとの見解 lふう29条俊先i室町
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王~ ~，:訟出するシ ttil有する"

第三と Lζ、Eミ[む;BCB第3引4条円条{作1'1刊Jえf湾妻先 Lυrcl坑 iい、刊、 Yo、、~'a 口叫月 Cぐ凶S 

Aん，t.34幻/ をl唱苫えるう封d肝 (f治芦d訓4粂の粂{件午1村U手f寝要;九i

児i解吾lに二よ jれtばま点、 EGRGB 立沼~3弘4粂;にニ蓋ワ :子予cλ入勾規従lはz、l原且口則IJ二して、

EGsGs ~治ち2お9 条;..: .1f~;づくお費苫常居所地1大中の7灯 ]'1主規』対して優先ず

るものの、実終的にしイ7しを十互先させるか:立、関係する語、的んij.;ヰをJtI史

街恒しと結>/，次士号であると r心 c よリ具件、的:二は、 乙GI3GJ治:::::1条:二基

づえィ円費者常f育所地伝中の強行E去視が法廷1-1t!"二るドイツの介入規範よれ

も治安蓄に有利な扇町村l米を粛すものとあっ亡、当該消費者にこうした

有利jな状伐を提供:ないことに王宅な事臼があるとめ内主しないとえに

は、 EGBGB きち ~9条に基ヮく泊予聖者咋】，tci所地法 .-f-I の強行法 Hi!.の週 y弔を詑

めると νう考え Tぬるじ

なお、これら九つの見解のf:;(:r6:H:， rについ Cはも ドイノの学界におい
ても必ずしもi宅 約な E主語~刀ぎなされているとは竺→い草任し~飢えは、

:VI3.gaus $'Jci受:ム乙GBGB 第'~J..条の条件以き{妻光適用目見を 主自己的な!;;:，同年凶

\抗 l)(~rw ll-'g'.-'H(lt 、 '\urras~nng") }---で紹介ずる日 主日L<:udiiJ山 1

救援!正、 EG3GB 弟2~.l条優先遺品J ，見を 相当設に「る丈師、が支持 L，(い

るけ befür ，von巳 ~1 ¥'.'el tピT"，i1引1出 Sch、if<:.tum:;") こ汗慨してdf;154、丙
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(常居所を合する消費苦について当訟常居所地図グ)取り伝規を泊所する

方が、 ド「ソilくにお v、ど国際的な強行法規と位置HiJ円れるW-j交苫保己主→

燥をそと広1塔ずゐよりも、:e該消費者にとって岳利な手台前が得られるのであ

れば、 :14i主情貨右からかがる特権を平，学「るのが適切と考えわ h;~ t.日秘

が引j主問ιiに千J也しない取り[土、:日以円安芸の常居所地問の政人一?工tf!が

伝先的にi~ffj されるヘよ主ぜある l九との~.博士限不 [__'C ~，、る。よ il (.J ~.'， 

わ峰、 l乙GDGB治~9条の条件付主懐古i 法用説 J とでもいうべきものであ

り、結局:士、泊費苫の常f育所地問の強jJ fTtZとドペれ去:、 J3ける介入規

範の混用品，1;，之を比較 J たうえず、実質的ま観点から消費者に有Fな1:;を

陪売的に週間するという è~':.: とGBG2第34条(!)条f仁村主湾先週fIl説と

然校んきな相違があると:ょ弓えないよう γ巴われる r

地方で、注JI;最高裁れ決に 11 主干~-9 と、 1993年 φIJtiそでは白 E(;81出品3

~y条の嬰件が ~tL.lE ，':' 1"L [司条のi意思がある場合には、 ι心BGι 第三日条の

第34粂にス寸一Jゐ優先がel!jIEとした効}Jそとィーする b sOlchenド剖!日

grcift c1cr Vorral1，? dcs入、 t.29 EG3GB .s~'，?cn 白 b'ι!\r t. 34 EGBGB 

dll、けl.)J ，J.: L 七、 E(;B(~;1 築治主主潔先池町説を明倍μ採用しγいるほ元、

l ~J9l il-'.:j::j決おd-， (}-~DOυヰ判決C"よ、 EGBGß 築制条 fワ長事索への逮)11 を

Z 定ず心に当たって、その~n撚をこじBC日第29条の第3/1粂に対 fる 役

的t(優先 f什 1rm昨日cr;dlcilVorγ;1!1只仁1仁Si¥'↑29 EG-P(;-P貯貯11IIhcr.¥ rt 

34 EC13CB:' 求めない首の言及を敢えて行ぺている ¥l:gruh教授は、

連邦最出法判所lよ未だ1I町高グ)係先関慌に関了る見解士3王立 Ij-(~.-，ないと

するおが、従来のj市 j事長高裁 ITiたでは巳(氾(;13 主~29条鍔;人泳用誌に1L1~;

するごと歩三道わせるかな:')J;~í' }-j-Xらんだ半1)出iが11わわている iまか、特i

1993年月決お工 OQ997年 U決にt:1t型的::;たれている上うに、じGsGB~:; 

29条をその演ffj 主にお~，;る特別出として{立置付け、ささ戸空烹ilJ背jJ釘

する認約類型に0<1しては介入規事寸 1二山ι;片るのを る刻印:;tn，~~めて

いることかり、判例は EGBGB第29条復交通用説J二守防してし寸ると副ー
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悩して宍 L 支えないであろう~.-;，

:3! EG呂G日第2宮条の類推適用の可否

迫害li最有裁判所及、 1997年判決お Jび20何年判決におし、て EGRGB第

29条1)類推J邑用を否定ず l，;. ~IJ 者出土、じじßG日前 36 条 F土ローマ条約~:;

18条をE内出jl:した都足であり、締約当:二対しと r.;]条約の解釈こ荊FfJの

を↓父j むごと主要請すω ものであるとしたつえで、 EG3GD 清:~(-)条 !J~

しているよ:c:、仙の祈i*':J[2sも;主めて類推適用を認めることについて

1た政策的な訂舶が一致した場合 2ま兎も向、ぞれ以外のjtJ心、にi土、組liI';事

!日:こよりと(;Il(お弟29条の:ì~f刊誌駐を拡張する二とは百l されないとの周

解泊示されじきる同「また f走者 C~立、具付年Jた:出啓行為が:SGBGB 第三Q

条第]l亘:、規定よる契約績型? しなかった打、同Jll'ei'i1号か lっ0f;3

ヨに制定する内事l牽連性のす一件を充足しな v、場合に(よ、当該iHf:行為へ

の E(;B(;B誌が条(J)trf推ii':FfJミ2'ci::.~めていないとし f 、民事業 l こま、， ，て内

条のおJ骨透用を認めなi!、った EG3GB第三む条力規定内容、および同条

がユ~27条、第お主与の例外規定土して創設さ h 1~ 主主専に鑑みる止、

EGBGB 第:':~.l条における州出 1I 契約まiI!'i!の列ヂイよ、特!:::.の今一ス l て pj~ 亡

松川1'Y:j弱者紋貯のとめに当事者によ Q 自白なむ、選択を指I1没ずるこのALJj、

EGBG-B Alみ3生 Rロ11.11IA.Sta:..:dil1c.rer 
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両¥ない Cp干0'-Qるのがi歪当':6ズ匂。
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苦荒:患を.I:z:n丸したものであるとしたペえで、同粂にデIJ'，子された類型以外

の守'iYJについ C~， J 、只 11 的事案における内国章述作件やjJ: こ拘わらず、そ

C式て勺!岐実類5刻J主良戚胤託詞1耳塔1は言ず認;!、の らずれLないと「の)!i汗j

もJうJこニ+.も〉、/?;iJLt.(j EGBGB 0029粂の類推送用の是非ネJ::'とって乍し崎、

品、る。

f引jぇl工、 :..b;-tinv段段;土 EGBGB第29条の都J主涜iTJを肯定する01，解に

lL:却 i て議前主疑問 t>~ωc 同教J苦:土、〆1) [G]G]) 法~9条涜 PH第 i 号

から第 3~子 l士、君主苫の職業としての多様な活動の中か b符 iニ典型的な敗

烹行為等を選び出したものとあり、これっ件号に制定しごいな1.，.， ÿr~売行

為ヰが新たに出現して ， ，ることを踏まえると、 E(;s(;s $さ29条の主民主主湾

毘が It~-j ~i:'下無用にjj:1;;ミされるべきごはないに|問題となっている版完行為等

が、 EGBC~B おお条第 1 ，]!各号の.l~f;'{子三岡等仁、 I円安苔ぴ〉常 íti-所地図と

1長い牽連性を有する土うな事言葉でl土、 jrぇ令当該敗完行為等が口]条Jk各号

のう:'1'1を7E，;'1~ 、ない場合であ叶ても、 [(;B(;B 第29粂の類推3直前をぷめ

るのが2査当さあると寸る行方自主亡、「丈IEGBGB情2日条lこ含まれな

須主ずあっ l、も、公序ヨ第日粂)や特別連結によ品介入規誌にし l、の

適HI 第九i条 l 寺(1)i> -:'を通じ lにあらゆ芸方向;';，ら|玉|昨れの消費者

保己主規定めJ!主mに繋がる市111玄武計，0frl.になされてお句人jJ1触り上町
老i町長の J~、要件企も F止や淀川て透ることがささなくなっどいることも

E(;LH;n ;~j29 条のう費推適用を ;(相HI;1の っとしナm両しナいるり
また Hohb::-h 数綬 i土、本最山 iこ慨する IHド~;U、打"以/fや連邦最高裁判決じ

県つ主町)1主であむとハ大勢は再定説 iこあることを EZJ め~.) -~)も、:J ~:) ()乃

枚デ4を挙11'買えてつGBGR沼29粂グ〉類推i喧需を肯定する -，tなわ九、

1)ι心8GBm29条信 1J霊芥号の要件を満たさない取引Lぬ?あ行 lごもdi

引 1¥vlu ，";C l:e:-;e，" Ko;n ~Tli:'n:a了， a.~.O 肝l.~7). EGBGB 灯、 ~9 Ron..l/j LD.::I;Iarti~';yJ 

なお本丈中u宅介 L/:もの以外に 112723孟，-_JL制すく』もの l'L.亡、 ;"LS(jck 

_\lark~ortp!'inzip und all只en，eineA江sweichkl:lt1:"fdi，n internaLcn:lle ~ \;)/e~t 
i児 WE:rbSF'dl:cJ'fl Be:刈)1ど del""n只 C;''iòll-C;'-; lI日 γi:r?~; h-" :PHfj¥ 1992， :!~， 215; C~ 

:vIä~比、:" Rccll~ ロwιhlfn ;llCi~ lI:，d Vc(b(auc)lC' r~;c;:u:， z: clnc O:，tcr:-:lIcllllw! z:; dcn 

Ar~. 29 L 27 Jl lJ:lJ 34 EGDGB U903. Dlllll'lU:'J品 JIw了IbkU.:66-1'71等があ.';.)~ 

51 ¥Y Y(T~ 日 11.3.3.0 円:;KGK;l..r-t.:?9 Kclll.:O [G.nohlochJ 

l'~7 J ，~UJ)ìn '>3 .4S8) 18S。



i"'，( j 弘月I~!!~ :-.1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

賞者グj常居，:iJ-r地沼~，-:集中的なす連立を古「心事誕で;土、同粂項の演推;主

f[]を認めその:長議 bHI0 ヅ)Þ1~を~る交際上σ) 必要件がある c 長ノ EGBGB

治29粂に対しでは1韓日1上72脱皮がし戸とか、その射校がアて時H主である幻

との批判が~ri'-fせわ ~1 ているが、 Fえ疋的ながレノ類推適用
ヴ-

J丘、-
(' 1， 上目、同条項(/)実効11を佐保するこ土ができるじ EGDGDお29条

第 1:f! に部 'j:l ヲる担約~{\-ìじ hこ十五めぐ主く計~~:U' ，'1当夜約こ詳加し得る ~;ijl に

対 1 て南条項や類推泊y弔ずるここは EG I3GJ 治'.!o 7条箔 λ Jl;~U ヌ.j._t1J向条

JJ~ (.T)↑走先""ζ ，'弓観点かりも妥当である"毎月で母国語ιJり勧誘さ

れるさk:'J約半，1;1，ご繋がった場合には、 iミGIlGLl二:j31条約 J担保の扇町;こより、

母国泣、居所士七1巨it;，に基つど拾Jι持丁伎を肯定するえ府もある出
が、河条Jhは契約への同立要件の充足に関係する hのの その射程は立

山亡、onB<~;- ， a.a.O， I.?η Hj)， Rd~'; 江ヨ

-5:3 n三己'1c'rock，l);ぞ日ぞdεlltllllp;c'es Ge只pιヌぞS? II t刊ρllrege:llllp;des I('~ρt-11('， 

t;onale;， Prjv 2.~rechts fれrctiρ: ;nter:~f' h ，ne'~SD:' 2.xis. Rl ¥へ 1986.841， 8.)3 

日下紋惑の裁判例ではあるが、海外 }<'g:仏)'(7)勧誘が行わ引、その結県唆f十J

グ〉指t浮JJのみがマイ/~，J r';でな(ごれ γ、事案につ'./'，.c、 EGB心Bð五 Tl ::i、主主，~ J出台限

るのではなく、 E(;sG s第的条第 1m第つ討に茶づき詐iffi取引約;;j;規;祉法

(/¥.GBG) カ什蛮l止さ方しるハ二き 1て判 1.，_' iそも仰がある :()L心 Frankfllr~ 2...¥1 

Ur:eil V(lm ~. h:l1i 1989， t:り76/88，RI¥V 1989. 646. (47)一またq合計H おいても、

例えばド fツO)-ii'i費者がお宇トグJi木恥先にお，，，-，て1-:'/ツの三首7ト九二苛品や詩人し
ナ上うな事案!:-:--~'\.' "Cは EGBGB 治2?q号法ミ噴出拡張併もてに倶る)でiょなく、

む〕ろ EGnGfI~士市主の類 J佳越羽による解此を快活すへき pある L 円 f::.慢が示

されにし a るリ S~2.Ll di叩ε" 乙乱。 (:"'n ワ í) ， EGBGB ArtヲiRdnλヨl;]~bτn Ll S] i ，_， 

(i~'， EGßG日当ず31 長 {:!::\l 去は、 I 攻以;も~.' <はその条l声ぴ〉成Ir})よび以，:j;は、 1

2主契約も LくはX:)μが有効である l守れはj!Ei}llこ!れるべさと!;;\，~ j;j!1っこ判断され

る」斤 lナ荒定であゐが、 !W!~1;第 21電では、 C l か[なが九、論的の宇十きかム II~

訴するl一、持 1rr;-c指示された法ぃ某コき当事?fの行為内対方を;7::ずることが
明らかに正当イ1: き z ない場んには、当3五三当早 .g:;~f!品;，1:，ご i同音，て'，'，ない i守クJ土

帳ふfうに斗たって、白身内市F?'f1Jr:Hhi弓Fr;れ長時写ることがで主主'J狩iJi::だ13
、-，
i.:"-lい《勾， ， 
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里、友示の対!'fJ勺事後的排除にまで及ぶものc..i土なく、かかるJtj合いつい

fもEGBGB築29条第 1J，'Iの地il正i豆mに拠るのが適切である G三 (5)
EG日c;日清3，1条と異なり、 EG日(;日清29粂の類.1&.;1;(出といろ手訟を用い

る場合 I--J土、活安否決約とい 1再件会考慮することがでさるという利点

市ずある

にニナL~こ対して、上も EGB日B ~~S条のまfH笠湾問をしする 01，解カ

j由見と(て杭ti'ihけら引る目。この見解の廿 r-:1、EGJGD法:日条の円
約はば医領域内で活動している消費者もしくは:拝札ず勧誘を長けた消費

蓄の仮設じ止り、それ以外の草案:ごっ1司ミ汀寸]条を領'Ii'i直ltI-jべ主じl主主

いという t凸にある山じ 9Uえ;J、 九[九llk()w~l、 i ft況は ffノ;Ë~えの相亡相性亡し亡

次の 4点を挙げ亡いる 70 すなわち、(1)EG3GB与さお条法 l，fi各自が)J!
完了る構成褒件i土限定心本であり、ロ --j条約第 11条*， 2真i土問菩!一対

する包d舌Ui)で広範な山，!設を認める趣旨一じはな¥，，71， l"u}条1長は当事者 t二上

るは、選択の自由とい，，"-;原員I;iこ背反τj--6形で平協しf: をイサワされ1二

見定 Cあワ、そ乃恨涼自¥}な価値:ょ各同にお!jる;士造用主通じたf'善玉合受

け入れないに，三)E( ~ [$(日第29粂諮 I1電の額十世一主閉め摂十Lを、所詔グラ

ン・カナ')ア事1'1:i: EGBGE第29条第 1J(、各弓の司、jむに含まれる事きfU.

6乃比較可訟とに求めることはできなしミ7:Jコ Jコま;)三(;日(;日第29条第 1Jf! 

は担約締結 (vc"rra，gsah:;;r;hlll品【ll(]r kじ きつ出世者の'，~-R-巾f抱::E(こ rY~1}?;-t 

“ j 日~;，nl(:ill只t'1'，;-: ，!.O. (1":'.:::'， :'. T江;nc;n七1.2日日山1.;-)8[U.¥'l;.:広J:ll~] ~')口]日てまJ
ヲ
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i"'，( j 弘月I~!!~ :-.1ノ消 r 苦保~:;tjJ~定、 ir人組笥li判~ '~i ゴi!;-~，，;-i

~j，;j 合~，-:累独自?な特別注結を認めるものであるが、契約締結後の処理過

程 iVcrtr日 sabwicklUl1山口E1γkt:， にお I トる ~~_~'~rS'J~所::i!1匡この関連 [i訂正

芳[さの対象には合めて川ないわグラン .i;ナ1j7事件では認約締結後の

処主活荘ド闘して消賛古の常黒川;地調との問1生併はあるものの、 24約締

結:，.:~して d1政問土の関連十上を有しなし〉のであ勺亡、 EGDGD お29粂

が問誤*pす父主宅実ではな~.-'c①l:GBGβ 第20条第 1)(¥ぴ)者i准i南Ifjが i、

f ッ独自の要請;基っくものである限;'~:は EGDGß 法'~(-)条で士重をきれ

ているπーマ条約の締約司令休における解択税 仁川:tた努力義o;に.ti
1 るもの Pあるヘ実際 1二位ン〉繍~:.~:1におい、:立消費者保護の特別刷7E

をおて~~Ij \~し、く和→!ロj 力、 りれない口、上、こうしたを割程湾出による

EGBGB 第三9条の ii正ノ弔 l~J.:.(正認められない J 切客観的λ呈結の仁王j~~ におい

ては EGB(;Bおお条第 1JJ!! i包抗「つな規定が設け!入れてお伯、訟の欠絞

司、生じなし、"}jト、 EGsGB消却条第 1J瓦お之バ主主ソ!;:，の領J年連則をzt

めゐ i記生;こぷしい また V()llHo[fmanu 救ti;土 ~hlllc()wski 救ié之がお ~.-f

る i記::tiおよび(1'乃恨撚辛補強するJf.;-c;'ft.司令を民間しといる司自門 ?なわ
む、告)t土空間「の池町信域 {γ恥ι 【引 ~ich(-:r ':\;jl，.'い-'r l( lllng~-Jwn!l("h) (<~P4~ ずる

議議であるが、ロー7条約では~'d<さも喫約締出!?に問 L':当事者以方の

利吉宗街歪を j1"，触りょの初，/ぎから行へことに主~1.良があるのであ η て、その

?をの議投や主gf-;為にま P 置1条約の洛用イト .W:~.fiするの:止同条約の{剖イ再判

。f!c グj 問で矛盾がとと d る !cttilそずるりその l で、消費吾がその常居，jJ~ :r:t1:

国法'1'の係議規誌に依11~Ij 1守るのは、~該消費高が:'-1 ~.t: 白骨片'T'ポl 国:こ所

1]してしり三/へもしく:まそれに準ずる鳴子r7f1.こ限られるとし、向費者が
山由意思 l二基コき海外に行きそにでヤ:.J を締結 l た 4 うな予キ.~'7， J土常病

新地買渋中の保護をf寸 2):，.: f立しない/結寸!tごし吋 J またiJ:(士事

物上の調布告「寸t&(sachlichε1Anv，:endungsb引eichノに閉する詰であるが、

7，1 P..¥-l乱ll.iO¥¥'ヌ引， .?'-'..O.:yゎ'7~ ¥サ¥¥)只 A.]Ull}{er， .?'-'..O. ~Fll. '7?)す出羽
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E若手千がi也00i':'認さ l;l，されど当5五世匡ぞうさ約肘結lこ京っと与 スを手，-"といる
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条の桁J推在7涜苛 f可則;日J もロ可J 古記能1主二と土張する宇背守ノ定'1'.-;百l百~を念ジ胤但 i こ苦い yとニニヴ、 EGBGB第

29粂 iこ!割安され心 y~けまi苛Jであっても記、「しも同条によるで般的な特別

注結 (all計 itL;;cS~)ndCl'2nktlüpfun克明、必要とは民らないとの主張を展

開する〕つま ;1、ロ」マ条約約約問ヤl士消費害保護'，'問する実負託 iの

昇穂指令が国内法化さ je，(お i人主人質法上の加納判断がねff されと

いるここから、準拠'/:&所属市が他のrr~ ""7条約締約i"である iNりt止 事

際;ーは EGBGB~29条の辛般的な特別連結を追求 fる意味:止然千?ないと

する n また、主主拠法所属 I 司が 11~γ 条約の非締約1'"1 である j括合であっ~

的資告がドイヴ国内に rì~~' 再所を有するとえには、 EGI3Gß 主主ぷ条の 方

的特別連結 (eins己itigeSond目Zi!U.!lUrJfung) :二基づき当該ilミ賢者の11{，1議

を図7'ばよいと亨る'1/011 Hoffn;éWll 占えの主~ftの ~fぇ 1'" i土持別 j~j古の

安易な拡張は ;"'11君、 Gりな ì:):Ú~)"f:J 附;-1)) ギん を妨げるいの馬、全:司、見え隠れしど

おりへ E(;BGB詰29粂の類推恐慌に関しても、特筑波結の主ム扶に対一J-'6

;il1'i'I;8'jfj:変事;:，-K反峡Lて、;c、定的!;;:，解骨反鳴 Lているよみに忠われる

:4) EGBGB第34条と欧州漣合指令との関係

欧州可法裁判所は所謂 bgT川、事件31において、自官庁託業itr軍人に間

;'u EGBGB ::{~29~たおよび弟、犯条は、授がJ 竿jíl!l- i'去の恥 fFj ~拘わらす消費缶の常間

1所地 [](:d土中およむ労段 f干の労務純 I~(地 (Ej;云中力強千法人見。).il~:~ を Eかうと lJ;~:;J~-e

あるが ¥'011 !-I off;n札口 II 救民 i土、当該日f~1'-:-i;i;J比が込内;)， タiぃ，Ji:f20)いfれに属
「るかを円~1、「造用される刊 t1干，'7) ものであるこ(レかっ、ニ 1'_ を"(， 11日 lli限

切o'~der2pkη t'l pf~; Ilp;" }: fJ;子侍する 他んで、f<:UKGK第別条iJ)ja三地法 t 十 -I~

法)山のf:一人茨範 Iこ限り五ifjや誌めるW，定であることから、 "elns引 :!ge

トヤF:rl守口;'kT1百p:"u;乞 と"'~，科、古る (Il.'iれ" 11ρff;TI 日 1111 ，試河口、 .， .f~l) ， :::I)~f~)~ 

B.¥'on !-!c汀l'.l配;n，な三日 iFnJJl)，2日Iff 

が他方で、 V¥JT'TTujjm<lll1'殺)4は、 EGnGn第31:4与が唄'][>1一ω介入規範のみなら

ず、浩賢品保技法、 'fJí:事法およ fド笥借入I~(ë芝1元与を抗出目官、決 (Sond町pr， v2.口町 ht~'

と て付置付しず、段者につし門戸も』Jh;耳、的帰;j-j法規性をit♀ずベヌと考える。ょ
の兎角 f に ζ 札ば l、イ i' ?t若者保護;)~I))議 l iJ範剥 J4j己 i止のぞれ ζ りも広土民主めら
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しん。すなわち、 rc司法判所 ~.J 、これら 2 つの条:JI には地理的混'-1-]官 l 主主が

明示守札て川ないものの、代用寺在約終了後u)痘持当主代理への保護を目
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児精57、欧州共同件、訟の康司流用をi却をした日』ーマ条約清20条を恨悦
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での転倹i'~"Iì'の指u定を安「るド入州連合指令(，:つ\ 'て;土、存関好~，-:、JJ...法

在が~該国内転換社、令:こ対して rv川、的もしく に介入規範釈を!，J

与したか符か、およびとの授はに頁円かかる をお与したか し

なけ九はなりない ζ する。さっド同FY授は国内転換法令の制定を要rる
双山 ;~合お "I J' '.: ~士、 (0、:日生指令の中 r.:灯、自の抵触法規計三を右して V ミるも

のと I，/~'~そ 1cJユ列のものに区分することが口一能ごあるこしたうえで、前荷

:三三lの類Z記型2己lについて:はj 阿F片七車串J

EGBGB ;;第高3孔4条のp隙え能をF宋果R長;た t子;ここζ:仁一なる7たニjめ〉、 EGBG3 St~34 条や迫力目
的に参照するといったことは必要 Fもなく、また川 iE Cもと主 1ミf 主張1

る九他方で {三省必0)苦主主1こっiパ i士、 EGl3Gs レ二塁づJえそび〉

介入況範牲の干j禁が川崎されるがもこ f乃ことは、欧州連合加盟r;:;):iよび

司ーロッパ粁併現γ!冒するヨヨγiすするJD;行であつども、ぞれ以?しの.-

J~l に対する場合であ")ても口]様である(t.: -~る
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:I1r.合指令の水半を.risえナ指針音の{行支給医-'¥'Tれまi句容等を規定している

場台に、かかξ起訴部分じっνζ介入規事J1牧を認めるか戸かと， 'う点ピ

止令むこの台、に問渋 Jて、こ00:3If-:-0勺トイツ市邦政奇裁判Ui人:二、消費者信

用iニ関する EECti:~' ~-Ì は、その国内訳fヒ ι 際〆亡、町l虐「べき最p.基準

を規定すゐに止まるのであっ v了、その述医， .限;)，君主J的な fよ 1 ，ï.土戎':~ニを

有ヲるものの、与JJCf貯国に対[てそ去し以上の保設強イkをJくめるものごは

ないl叫とずる。そのうえで 消賢者信用に国9"，~~ EZC指令法 2条第 l

JJ~': (1¥，、は、 2万 ECl を雌える -"，/J約lーは:2JtA'号、の適用がないと「る活用

寸;外出定が設けら才しと l、当るが、 4'1ヰ貸付事4約はこのj直IftI;外制定の号要件

を1持たすニこから、式宅素では ;'J EE亡指令をい拠 τして、 iごノツiTl

膏者信用出の介入出車工惟壬古定♂得ないと き山 Lごいる 101
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を自主し干与ないとの見解に立川〆とも乃こ評価ずることができる"へ苧

説:も、 1iJ:1"1':連合指令刀、最低:r;ti羊を設定Lている頃合におししとさ訟指

令を+u奴e!:-jるI玉l内転換主主今に|玉i際的強行社;r¥l性ァデL'才されるのは、当
戸支欧1司法合指 しよ:目玉低木平め主b.ぼ内 I 浪られるのであって、各

同が釘inの判断でP了った迫力江戸Jなfjfj等月主ft部分については、出ちに同F最
的5ι1，法士立てとを L得ないとずる見解デ有力に主張されている
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これ!こI亡しず、 vV(-::U博士;土、 2D山手心川主nFi高裁判決は消賞者信
rrwくの介入規範件全子としたが、この判断:よ区77化 lこ fi::<)~ く定式的惇苓

に偏って， 'ると批判する口f!体的!こ:二、消費者信用法:土まさい消費者信

用iニ関する EECti:i' ~-i 子国 1へ i云 lt したものであるが、同?司令が規期対象

k している 2JJιcl ，cJ いの需用取引に~して I幻自費者活用決が悶際的

な強行伝部内を有寸るのに討し工、より 'iスクグ〕高い2万Eceをがえ

る信用バザとの関係では、司法に阿際的な随行注視性が認めム引ないと
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X， I ，~~ 
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よれば、理不:的にはI内規定が河川にi色町されるほか、 E(;:y;g;~1; G ;染い

拠(も最終的に外国日、じ1-tJ目、しと六直位、がi即日;うれることから、日、的

効来としては以;ヨ(;日清34条に煎似ずるとされ、実際には白際認約法の

領域において、 EじBGB第34粂よりも，+;6条の方が!ム組関;わたり治用

さlLるこム されている。ま η:I'L-tY， ti町教授は、 ~GDGI> 口134染ぽ

き撃事.~a-;の f;:U{illにjlJわらす白出の介入苦1託を烹ilJするニとから、
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-t-{oj計れ自山、 ITr目ItlVt''."江川μpublic) がJ是喝されていだ"¥力、か

る見解:よれば、区内の強1;法規が fべて楼他的公序;加に基づく国際的

な fよ1:1:主規':~ニを(寸弓されるわけではなく、惜別決規ノアネム:f~It:f(定的もしく

は法倫E壊がU~; 烹哀を寄するか???う〉を嘉一準こしど諸原(-;!~公序としごめ作市
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した機拾を右していると計泊するこ t:，わ'1誌であろうふもペル也、現れ
のドイア国際私もとれよ、公!下期日よirl駆的な1遊誌を有する t二;1ーまる 方守、

これとは引に、 Eじ日(山第34条に某っし hて、州国法を牟法ιずる

に自国の介入規軌を適用する ζ のれし糾みが:ß~j~:.::構築されているよこから、

現イ土、ド J ノじおいて正直極的公宰11[に賛同する三解:土見<tì，~ら九な νa

(6) 臣G日GB第34粂の発動要件
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的l富市}二かかる要旨吉 ¥ll1tCι[出 IOna山 GCltuil日比spruch) 士有 LCいる
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lごも、~訟 i'T:，視のIf自ヲし主義ぃ長っきその存在が行宏されることがあり得

るいその判断基準に問 1，'(iよ、〕甫判例:こよれば、問廷とo;(~る圏
内吾氏法171定が」よと J て公主主保護を目的としたものであるか斉かと川守

f: が決定的に重要ワあって、当事吉田~Gワ i~切り利害の読墜をlJ的こする場

合'.:~士c:際的送用君:里のめ庄が否定されるこ土はザj 述の土石り?あ.";;.

加えてドイツで;ム畏 ffj汁設とされる事案に干u)"¥の内在]牽連作
:J_~tW1SSt In::;l~~ l!.じっ叫 it l! Ullg) 若干要求ずる見解が ある 2::: 乞 ft~u. ヲ

誌を-1i ~_~， i:..連邦最高裁判決lおいても、具体的事案が同国とどの杷授の

関連性士有 jるかに)'べ丁寧な事実認定を fjい<J~.J、 li'l六法泌を介入

主主主Iとし工涜fIIするニとカ:x千円かlkかを{佐号IJ貝f主的:ニ半1)直ilており、半1，

例もこう♂と多見，.依拠し心、ると百子泊すミことが可imであるつ内「司

YI1f)安{斗;土 EG!)(おお34条l明子三さ恥ていをし、が、同条のιl的と:意

設から当然に江主さ i刊され1!}/~ 三号1 されどいる口ヲなわち、絶対的強行法

規の特別法結理詰 tこおいては、主総(1'0~を素 (snbîekti日 EI目lle川 l と空

間的要素 (raumlichcElcmcnt)が要求され、前者I'Jf適用古思 (GCbl11文明'，.'i;lc)
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E(;B(; よ ~134主主の渇合にも妥当すると考えられて v ミるのである 12'1 また、

公1字国:1を規nこしに EGBG3第8条:ニ準採しど六三司牽連"+0)斐1'，ブ「iiL1ーを嬰

>1\すむタ己評も ú 千[てハる 2~ ~;ずれ iこ寸よ、 L認与辺2約

り吋将定のl内可司;法宇規4粍三の澄用が青主定:c戸もj打11符つ三ζる;ムJのは、 :141立法規範が具体的

事業ムの関係ιおUみて、少なくとも空恐的， '庄、持な問i主也ニを有している

t長台 hこ目{われるというのカての付i:1j，~である':'(，

学試の r:I:;: 二 J立、r-内実質法規の介入規約住の可~:'，Æ:' こj たうて(土、単仁

:末論i大手去に拠る i::，1まりす、具体的事案の内国宝Fi主刊の程度も苓l卓要素

に含めと経也、8<1に↑'1i'fiされるべきと主張 4るものもある127 しかしなが

り、通説JZ究体的事案が非何:こ持授な内国牽速怖を有Iていごと Iても、

公益以議会日的としない法況範が介入況範とし亡か箇Hけられるわけさ
は主:いこハ介入規乾門:二飽くど仁実質かの保説法主主γ基づち三!断きれる

Ral")('J~; 1/: (:9il~)."/おおげ なお *8，~~約百伝子ri)~訟の特別連結論を)(;t量三 Lf

研究論文ては、再lょ掲ン二13Jコよびf土品与の丙谷詠丈;f)~ま刀ぺ 、横1I1河「制ヨ公
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べきであり、円買す連立の安哀:土介入規秘性の認定仁三たうで考慮され

たいとの足熊じ立つれ、る九

4. 結語

ドイツでは、 ;:g~ 費 RI再議 hこ閉する JJf再~la: 読むと L 仁、 EGBGB $存25条

およぴ法弘条!J~::Eたる議「ιの対象と戸れてきたが、これら条項の桐η;排
他f午、Í'~先関係、各条文の対校長関与の主要な詠点におし、て、 J子説 i 見

解が分かれといるのが税状とある f ド欧νえJ~'J川刊主注Eく合合コ云ì;.に二J云引訂t司ぺ契約i債Eノ務長;にごう小、治か、る

t祇民角ι臥4虫!j'詰J
しいけ}つ具込刊休、tぜ的「内j な恥 c白t出実 1 たもののも少なくとも l、 ~f 'Jの状況在みる!二

依然として n:円ji':l解釈散を導き出日六どおりず、その1%""!二今伎の言文相，
例。〉蓄積お上(F学互itO)展慌に:z;:';f主人れているび〉が尖ぼである、

わが医 lこおいては、柏駅;}に介入規範(格付LT~強行 1:T~規 Iこ問 j 之規

定を設けるごとがt-~;~ られた i勾ものの、 f子目見および文務 Eはそのヲ

土ぴ通用主行定ナ品足解が有力である。 辺自Ji，τ第11粂の{Jf.t íÒ t職権 :.:~ 1 

ぷ介入剥伝の乏J11を妨げなし 1にし "ちも今後、わがド否定予言主主体系の'1'で

介入規範の異体的な長閣を酒定してしベ現在
I

五いて、 J!口員liU-第;1条lこ

!見定するJ自営者計府所地法111(1)強1"1法規との関係iこi分間むずる<J!要が

ある j煙、われるふ fすーえば↑イツで[士、寺~:WJ 三卒者百日の実2KL的な干I~こき:司教

を図る規定ごあって、粁湾秩序の推す十がその!正男、1ftな凶的:二週ぎな v、場台

に:二、九談出をの介入問主主性を再定すむ弘併が布引であるが、わが国に

1:'6 J.Kroplwller. (:l.(1.0. (FIIJ6人498:J.Sl;'ouc:IIweL (1.，-:.0. (FII.27人ιC;llC;BA ，'~.34 

l?d;d'iZ [¥J..¥1a[[;;山]

1リ弘前1審議主?で;ム "1)との ζつな荒定が絶対町民千二法規し設"'1"9""んかや司持

L だ義守け7るこ lはでき「、;土審j8s:こ条iこを設けるこ弁li国誌でめ/.;)こJ、

法廷地0)絶対向;j':!.~h 法!nU、高同につ川て lz キくりヰ説および実持ιよって肯

定されとお"、長えを読げなければ烹苅l，-C[:な vイ"1)とはないと、土佐地

c?)氾社的jjiq'r ittt)ι7宣φI!γ 悶するノj:~JEのみや設けるこ主仁上り、会名ご住V)~æ 汁

杓強行法規グ〉姐EEI問宇る従来のj辞背互い影響~<及ぼ宇界全え、があとこ L 、"宇 õrlE

f-~~ ，~:して、絶対均5!i: iτ;士現に湖ずる規定は設けないこ土レされと l 百Í.' t~品注 3 同

小出編右 92-9.31" 'i およ♂m 掲ィ 1~8G ・内子長4;rn
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おける辺自Ji，三倍11条が、指針音の常!f6所地十五中のおむ十五視の通用を認め

るじ?iffJJ 仁~該強行法規士通f[]す\主宵の立思表ノ'J~が治安苦によ r

てなら札ることを要件として認していーむこと等を考慮すると、来たして

わが:xJ:.おいてもドイ yと:;;j様の見解子提唱して差し支 χないかという

ね廷がと v るであλ うl川 J

また、介入明記こir間 l片l'第42条にmむする公J了凱この関係をとのよう
に捉去るかといへ|日l鞄も、単?犯行1::liこ上まらず実際のばの注用に

本及!ceu丘るという貫一来で重更な致点である， ilx. i:: 1"1苫方向 の私源を
有する i}、現と LCf;i'えるム i れ;工、公ギ~Ijのよ車問に当たコしは謙抑[斗を

う要求しつつ、他方で !i人規誌の穫駆的適用を提唱するというのでは繋台

惟が取れない憐れが生じるごあろう J つまれも両者の関係壬如何「整還

するトγよって、介入規範の実運用におけるスタンスにも影響7子生じる

わであり、 ':~ff&~ ~合J外での謙治等をも踏まえつつ、わかl司にお vγ" も

両者の問併、を珪E情的 lこ挙運していくことが求められるであろぺ f

本格三:止す、ノ yのJJg司令状況イトヂHi'"ずる γlとめたI'J人 m触法 の消普者
深夜規定 h 介入規範{乃PÞ.l1:系を Yl~何に熟三重ずゐかシしぺ問題、ぷよ ff わが

|玉|ゴ1三月tU、付、系仁おいて Jì人却は範を rFl1i::f に 1古iô:J.Jける i;，~ !_:いう問題lて千八、

120進出法弟11条:おいてif費訴の常居州J，二法 +1e/)自i1';:;主抜の適用を円埜主的

意円、表示ι拠っ J め L い>~，g につし u 泊費者;とり巨円。〉常村rYT帥まが最も

_~ìll チらみのあゐ Jたとあゐどきえら札、その凶の旦件。りな強行法妓の1制 ni ，~:，求める

こ)はそれはと王室J又 n免町て吟はなu汁 C')見解が示Fれてしる、荷縄社 1・4、8

J応若13BT:、つ絞り;ーニべしと見解;ームL抑すれは、介入規範!絶対抗強巧法規1

クJ乾性さを二較自V品、定的に従えても、泊費名}ミ護C!)実際酌士イa:jf今において然社大

会な問頴は/ーじな v 二とになるであろう内も rコとも tt:"h において、常~tÝT:'コミ?

七i!斗えまじ r~: ，J)職権 lごよる!-~<ニ、常活問粘次中 ])5ま 1~ {~，t、ラ誌の i古 !+j(.ご関するjF-j費主

の主rJ!?<f<示 L~_ ~;主主将、自7な阿詐や廿う呪れがあ;~ '，p芸111事ぷ;'-=司際私i!:1治~ ~'i;:j ，~ 

l、?i内31九五世間 216頁 i ほか、:ilS.則法務1ム条第:J耳 L おい c1;ムャ'~;よ"取怯

でJ当責 Jj-~!)営不片1 地法{i:活用する I】j 能主主昨持者 rている以 、i反什消費省グ〉常

，ri~l'所触がヨギむあったと i ても、執行記による口乙u土の説明市ら認めら i'! な?、[前

イ尋，主制3 ・南 ?J~'):) 問、など、 ?-lj ~奇 4sr よる仁百E笠宮、支刀、がなされなかっ 1"-1らノr仁、

果 F寸'，'消費者':*~~{の実効性 õ:l空H1l:-，とき/~)かは大いい疑問であと(こう[し!ふ人‘?弐E 

を凶まこる

f介、人t戎R事蔀干 Cのtつ)i~J哨守日比:較戸的J :l~ 奇笥E 迫か!つ f怯宣和 P的7に認ダめ〉る余抗もプTプイ伯! するとP黒、われる}
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1-'1 'J拡触法!の消ft者保託規定と介人規範 I剖寸る 考京

ては、今{乏の研究課題として筆者自身取り組んでいきたいと考えている。

(連記j

本稿は、平成21年度利'{研究費補助金(基盤研究(H)) 金融シス子ム

の変動と消費者投資者保護法制IJ (研究代表者:瀬川信久北海道大学

大宇院法4γ研究刺殺授}、および財卜JI法人全国銀行ι苧術研究伝興財I，JI・

2009年度学術附究助成 l金融経済活動のケ円スボーダー化と同家的経済

秩序との父姑J(研究代表苫ー嶋拓哉 i.ij'i独1)の研究成果の一部であるc
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